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◯上野議長 ただいまより議員全員協議会を開催いたします。
       ─────────────────────────────────
           ◎新 任 者 紹 介
       ─────────────────────────────────
---
◯上野議長 会議に先立ち新任者の紹介をいたします。副知事蝦名武君。
---
◯蝦名副知事 おはようございます。八月一日付で副知事を拝命いたしました蝦名武でございます。もとより微
力でありますけれども、三村新知事を補佐して一生懸命頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたしま
す。
---
◯上野議長 次に、出納長長谷川義彦君。
---
◯長谷川出納長 おはようございます。さきの県議会七月定例会におきまして格別の御高配によりまして御同
意をいただき、八月一日付をもちまして出納長に選任されました長谷川でございます。もとより微力でございま
すけれども、誠心誠意頑張っていきたいと思いますので、議員先生方の御指導、御鞭撻をよろしくお願いいたし
ます。
---
◯上野議長 それでは会議に入ります。
 去る八月一日、知事より、本県田子町及び岩手県二戸市の県境における産業廃棄物不法投棄に係る原状回
復について議員全員協議会を開催されるよう依頼がありましたので、本日開催した次第であります。
       ─────────────────────────────────
           ◎知 事 報 告
       ─────────────────────────────────
---
◯上野議長 知事の報告を求めます。───知事。
---
◯三村知事 おはようございます。
 本日県議会全員協議会の開催をお願いいたしましたのは、本県田子町及び岩手県二戸市の県境における産
業廃棄物不法投棄にかかわる原状回復についての考え方を御報告し、御意見をお伺いするためであります。
 まず、この不法投棄事案の状況について御説明申し上げます。本事案は、八戸市の産業廃棄物処理業者が埼
玉県の産業廃棄物処理業者と共謀し、事業地内に不法投棄したものであります。これまでの調査では、廃棄物
はごみ固形化燃料（通称ＲＤＦ）様物、堆肥様物、汚泥及び焼却灰等が主体であること、本県側の廃棄物の推定
量は約六十七万立方メートルであること、現場は広い範囲にわたって揮発性有機塩素化合物によって汚染され
ていること、一部区域にダイオキシン類に汚染された廃棄物が投棄されていること、現場内からの浸出水によ
る周辺環境への影響が懸念されるが、これまでの周辺環境の水質調査の結果は環境基準をおおむね満足して
いること、現場の地盤は難透水性であり、周囲を遮水壁で囲むことによって汚染拡散防止対策に利用可能であ
ることが明らかになっております。また、この不法投棄が行われた現場は馬淵川水系の上流部に位置しており
ます。したがって、万が一現場から汚染が拡散すれば流域の水質、土壌に及び、ひいては健全な水循環を乱す
大きな問題となる事案であり、緊急の汚染拡散防止対策を含め原状回復を早急に進める必要があると認識して
おります。このため、原状回復を進めるに当たっては、まず現場周辺地域への汚染拡散を防止することが必要
であるとともに、地域住民の水道水源として、また本県の基幹産業である農林水産業に利用されている馬淵川
水系の環境の健全な保全を目的とした対策を講じ、流域の方々の生活や農林水産業にかかわる環境を安全・
安心なものとしなければならないと考えております。
 このような基本的考え方のもとに、私は、地元の御意見や県議会の皆様の御意見を十分に考慮しながら原状
回復方針を考えていくこととし、去る七月六日の現地視察の際に田子町長と意見交換し、また、七月二十一日
には地元住民の皆様との対話を実施し、御意見を伺いました。さらには、さきの定例県議会の場でもさまざまな
御意見や御質問をいただいたところであります。また、八月五日には地元田子町から、町が集約した意見書を
いただきました。さらに八月七日には、馬淵川流域の関係市町村等で構成する八戸地域県境不法投棄問題対
策連絡会から要望書をいただいたところであります。地元住民の方々や地元関係団体の御意見は、廃棄物の
全量撤去を基本とし、汚染拡散防止対策の早期の実施、風評被害防止対策の適切な実施などを求めるもので
ございます。
 一方県では、岩手県と合同で、学識経験者、地元住民等を構成員とする合同検討委員会を設置し、また、委員
会のもとに技術部会を設置して原状回復方針等について検討いただいたところであります。その結果、危険性
の高い特別管理産業廃棄物相当の廃棄物は優先的にかつ早期に撤去すること、原状回復の目標としては環境
基準の達成とすべきであること、周辺環境への汚染拡散防止に十分に配慮し、必要な汚染拡散防止措置を講じ
ることなどの御提言をいただきました。
 私としては、水道水源や農林水産業に利用されている馬淵川水系が汚染されることは地域住民の生活や健康
を脅かすものであるとの思いや、これまでいただいたさまざまな御意見等も踏まえ、熟慮の上総合的に判断し
た結果、原状回復については、馬淵川水系の環境保全を目的とし汚染拡散の防止を最優先とすることを基本方
針として、不法投棄現場が周辺の土壌環境と同等となるよう原状回復対策を早急に実施したいと考えていま
す。そのためには、廃棄物及び汚染土壌は全量撤去を基本といたします。撤去に当たっては、その内容を十分
に情報公開しながら、再利用できるものについては、住民や学識経験者等で組織する原状回復対策推進協議
会などにおいて協議し、住民の方々の御理解を得た上で現地で再利用したいと考えております。このことに
よって流域の方々が安心・安全に暮らしていけるものと確信しております。現場は県境にまたがっていますが、
一体のものとして対応していく必要があると考えており、岩手県とも十分に連携して対応してまいります。また、
原状回復の実施に伴い必要となる水系保全・民生安定対策等の総合的な検討を庁内各部局が連携し一体と
なって取り組む体制づくりを早急に行いたいと考えております。
 なお、去る六月十八日には、本県と岩手県が連携して国に強く要望してきた新たな財政支援制度を定めた特定
産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法が成立いたしました。同法の成立に当たっては県議



会議員各位に御尽力いただいたところであり、深く感謝いたします。県といたしましては、今後同法による国の
財政支援を活用し早急に原状回復を行っていきたいと考えているところですが、原状回復対策の実施に当たっ
ては、大きな財政負担を伴うことや、不法投棄現場のみならず馬淵川水系全体にかかわる非常に広域的な問
題であることから、原状回復方針の決定に当たり、この議員全員協議会において、県民を代表する議員各位の
御意見を伺いたいと存じますので、何とぞよろしくお願いいたします。
 以上、御報告といたすわけでございます。
       ─────────────────────────────────
           ◎知事報告に対する質疑
       ─────────────────────────────────
---
◯上野議長 これより知事の報告に対する質疑を行います。
 質疑は、お手元に配付の質疑順序により一問一答方式で行います。持ち時間終了の十分前及び終了時にチャ
イムにより時間を通告いたしますので、御協力願います。
 なお、質疑は発言席で行い、答弁者は自席で答弁していただきたいと思います。また、質疑は持ち時間制でご
ざいますので、答弁される方々は平易、簡潔な答弁をお願いいたします。
 それでは、滝沢求君の発言を許可いたします。───滝沢君。
---
◯滝沢議員 自由民主党の滝沢求でございます。
 先ほど知事から報告がございました。この不法投棄問題は、国内最大規模の不法投棄事件であり、地元の住
民はもとより県民全体が注目している事案であります。そしてまた、国においては国内最重要課題と位置づけ
ておりまして、国内でもこの問題に注目しているのであります。私ども自由民主党も、一刻も、一日も早い解決
に向けた対策を講じるよう切に望むところでありまして、さきの定例会でも質問させていただいた次第でありま
す。
 この県境にまたがる現場は一つであります。そして、岩手県、本県、この一体としての取り組みが求められてい
るわけであります。その中で、今日までの県の対応を県民はどう受けとめているでしょうか。岩手県は、最終形
態、最終方針として全量撤去を早々と打ち出しました。そして、汚染拡散防止対策については具体性がまだ示さ
れておりません。一方本県は、最終方針を示さないまま、そして専門家の助言をいただきながら汚染拡散防止
対策を前面に立てていた。それゆえに、県民から見ますと、本県は撤去に対して消極的ではないか、そういうイ
メージで受けとめているのではないでしょうか。そして、まさに本県と岩手県の対応の違いが浮き彫りとなった
わけでございます。そういう中において、きょう、今、三村知事から新プランが報告されました。そこで最初に質
問させていただきますが、これは私は議員総会でも知事にお聞きしましたが、きょうは全員協議会の場でござい
ますので改めてお聞きいたします。今まで県が示しましたケース一から三の三案がございましたね。一は全量
撤去、そして二、三は部分撤去と。これはこの三つのケースにこだわらない新たな新プランだという形で受けと
めていいですか、そこをまず知事に伺います。
---
◯上野議長 知事。
---
◯三村知事 滝沢議員にお答えいたしたいと思います。
 私は、この青森県にとりまして清浄で安全な水資源こそが本県の自然の豊かさの源であり、流域、水系の環境
の健全さを確保することが県民の皆様が安心・安全に暮らしていくための原点であると考えております。本日県
議会の皆様方に御報告いたしました方針案は、私が以前から掲げていたこのような理念に基づき、また、自分
自身も馬淵川を水道水源として利用している地域の一住民の立場からも、馬淵川水系の環境保全を目的として
汚染拡散の防止を最優先することを基本方針として、不法投棄現場が周辺の土壌環境と同等となるよう原状回
復対策を早急に実施したい、そう考えたものでございます。そのために廃棄物及び汚染土壌は全量撤去を基本
としたところであり、これまでの三つのケースにとらわれず、流域全体の水環境を守るという私の思いや、地元
住民、関係団体からの御意見、県議会の皆様の御意見を総合的に勘案した結果お示しさせていただいたところ
でございます。以上でございます。
---
◯上野議長 滝沢君。
---
◯滝沢議員 今、知事からお話がございました。万全の拡散防止対策を行った上で、そして岩手県とこれから同
じ方針で取り組んでいくと。さきの定例会で私は質問させていただきましたが、どうも岩手県側は本県のこの拡
散防止対策に対しては非常に消極的であると。先ほど知事がこちらの報告書で説明したように、馬淵川水域の
環境保全を目的とした馬淵川に対する強い思いも盛り込まれてあります、この報告には。しかし、もしこの汚染
拡散防止対策を岩手県が行わなければこれは馬淵川水域に非常な影響を及ぼす。それは避けなければなりま
せん。そして、これは、知事も定例会の答弁で申しましたけれども、しっかりと増田知事の方に申し入れすると
いうことも申しておりました。そこでまず第一点として、今、岩手県側はこの汚染拡散防止対策に対してどうとら
えているのか、どういう考えがあるのか、まず先にお伺いいたします。
---
◯上野議長 前田環境生活部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 これまで開催してきた合同検討委員会及び技術部会では、岩手県は、早期の撤去、除去を行うことが最大の汚
染拡散防止対策ではないかと考えている、また、基本的には汚染拡散防止対策の必要性は小さいと考えるが、
汚染状況や地形から汚染拡散が生じるおそれがある場合は、必要に応じ鋼矢板等により汚染拡散防止を図る
としています。しかし、どのような場合に必要とするかの具体的な内容は示されていない状況です。また、対策
の具体的内容も示されておりません。なお、六月二十八日に二戸市で開催された第四回合同検討委員会にお
いて、岩手県から、技術部会から検討を提案されているので検討はするが、検討の優先順位はかなり下の方に
なるとの考えが示されております。以上でございます。
---
◯上野議長 滝沢君。
---
◯滝沢議員 今の部長の答弁の中で、岩手県側は汚染拡散防止対策の必要性は小さいと考えると。そういうこと
になりますと本県と岩手県との考え方には大きな隔たりがありますね。先般の一般質問でも知事は答えていま



した、早急にトップ会談を行いたいと。増田知事に申し入れするという話をしていました。しかし、今、この汚染
拡散防止対策に取り組む認識、姿勢が双方違うわけですよね。やはりこれは十分協議して一体として取り組ん
でいかなければならない事案であります。そこで私は、岩手県側に本県から、一緒に現地へ行って現地調査を
して、現場を一体として、効果的な対策はないか両県で検討すべきじゃないか、そう考えますが、いかがでしょう
か。
---
◯上野議長 知事。
---
◯三村知事 滝沢議員にお答えいたしたいと思います。
 現場の汚染拡散防止対策は周辺の住民の方々の安全と安心感の確保のためにやはり必要不可欠でありま
す。そのため、青森県、岩手県の双方が万全の対策を講じることが馬淵川下流域への影響を未然に防止する有
効な対策になると考えております。したがって、両県が同じ認識に立って対策を講じることは大変重要であり、
そのためには、例えばでございますが、両県副知事が現地合同調査を実施し、共通認識を持った上で、現場一
体としての効果的な対策を協議することも必要ではないかと現時点では考えております。
---
◯上野議長 滝沢君。
---
◯滝沢議員 今、知事の方から、両県の副知事が一緒に合同で一体で検討していくと。ぜひそれを早急に行って
ください。そして、しっかりとした一体的な取り組みの一つのものができ上がった段階で増田知事と会って、汚染
拡散防止対策の要請をしっかりとしていただきたい。そこで、いわゆるトップ会談は大体いつごろを考えている
のかお伺いいたします。
---
◯上野議長 知事。
---
◯三村知事 滝沢議員にお答えいたします。
 汚染拡散防止対策については、両県が原状回復を進めるに当たって現場を一体としてとらえての検討が必要
であると、私もそう考えております。議員の御指摘のとおりだと思います。このため、両県に国等を交えた連絡
会議における協議の開催や先ほど申し上げました両県副知事による現地合同調査の実施など、岩手県知事と
の会談に向けた環境を整えた上で早い時期の会談を要請していきます。そう考えています。
---
◯上野議長 滝沢君。
---
◯滝沢議員 わかりました。そして、汚染拡散防止対策にこれから取り組んでいくわけでございますが、今後の
具体的な工事内容、工程についてお伺いいたします。
---
◯上野議長 前田環境生活部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 今後の工事内容と工程ですが、まず最初に、廃棄物から浸出する汚染水による周辺環境への汚染拡散を防止
するため、平成十五年度から平成十六年度に水処理施設を建設し、平成十七年度の初めには試運転を行い、
その後、本県側の不法投棄現場の全周を囲む遮水壁の設置工事を平成十七年度に着手し、平成十八年度に完
成させる予定です。廃棄物の撤去については遮水壁の完成後に実施することになりますが、有害性の高い特
別管理産業廃棄物に相当する廃棄物、推定量約三十三万立方メートルのうち撤去作業による周辺への汚染拡
散のおそれのない廃棄物については平成十五年度から四年間で撤去します。これらの工事にできる限り早く着
手する必要があるため、工事用道路の整備については、特別措置法によらない従来の制度の活用をも視野に
入れ着手することにしています。以上です。
---
◯上野議長 滝沢君。
---
◯滝沢議員 今の部長の答弁の中で、工事用の道路の整備を早急に行う、そして、この工事は特措法に間に合
わない、現行制度で行うというお話でございました。そうしますと、この工事用の道路建設にかかわる補助の見
通しはどうなっているのか、そしてまたどの程度の事業費を見込んでいるのかお伺いします。
---
◯上野議長 前田環境生活部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えいたします。
 工事用道路の建設は、現行制度による着手をも視野に入れて早期実施を目指し手続を進めておりますが、現
行制度の補助率は三分の一ですので、この場合でも、より補助率の高い新法制度への切りかえができるよう国
に対し引き続き要望してまいります。また、工事用道路については青森、岩手両県で使用することになりますの
で、延長六百五十メートルのうち半分の三百二十五メートルをそれぞれ両県で工事することとしております。事
業費については、本県実施分は約一千五百万円になる見込みです。以上です。
---
◯上野議長 滝沢君。
---
◯滝沢議員 約三百二十五メートル、そうすると両県で六百五十メートル。そして一千五百万、そうすると両県で
総事業費は三千万という形ですよね。
 次に移ります。特措法を活用してこれからいろいろな対策工事に入っていくわけであります。この対策を実施
する中において、私は、やはり住民の方々の理解をしっかり得ながら進めていく必要があると思います。そこ
で、住民の理解を得るための方策としてどのようなことを考えているのかお伺いいたします。
---
◯上野議長 蝦名副知事。
---
◯蝦名副知事 お答えいたします。
 原状回復の具体的な対策について、地元住民に情報を公開し理解を得ながら進めていくための組織として、



去る七月三十一日付で県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を設置したところです。この協議会の委員
には、地元田子町の自治会、農業団体、商工会などの各種団体から五名、馬淵川水系の利水者として八戸圏
域水道企業団から一名、さらに、田子町長、二戸市長及び二戸市民一名のほか、技術的専門家及び社会経済
専門家七名の計十六名を委嘱しています。この協議会において、計画内容、分析データ、環境モニタリング結
果などすべての情報を提示しながら住民の意見を聞き、それに対する技術的見地からの助言を得た上で県民
の目線で検討の上、対策を推進していきたいと考えています。また、工事期間中は定期的に、住民立ち会いの
もとでの対策の実施、現地での進状況の説明や見学など、住民の目に見える形での対応についても十分配慮
してまいります。以上であります。
---
◯上野議長 滝沢君。
---
◯滝沢議員 七月三十一日付で原状回復対策推進協議会を設置したと。そのメンバーは、専門家、田子町、各
種団体から五名、まあ町長も入って地元からは六名ということでございますね。先ほどの答弁でもちょっとお話
がございましたが、撤去に当たってはやはり十分に情報公開をしながら進めていただきたい、そのことを強く要
望しておきます。
 次に、田子町の住民意見の集約結果として、先般八月五日に田子町の中村町長から知事に対して意見書が提
出された。そして、さらに八月七日には八戸地域対策連絡会から要望書が提出されたと聞いております。田子
町の意見書の中で現地または周辺に処理施設を建設することについての提案があったと聞き及んでおります
が、田子町から提案されている現地処理施設建設にかかわる諸課題について県はどう考えているのかお伺い
をいたします。
---
◯上野議長 知事。
---
◯三村知事 滝沢議員にお答えいたしたいと思います。
 去る八月五日に田子町から住民の総意として意見書が提出されました。県としては、特措法の期限である十年
間という限られた期間内で有効な対策となるのか、建設場所を確保できるのか、またその周辺住民の合意は得
られるのか、現地処理施設の稼働が農畜産物への風評被害の原因とならないのか、施設の規模、性能はどの
ように設定するのか、またその費用はどのようになるのか、建設及び運営にかかわる事業主体をどうするのか
などを課題として考えており、できるだけ早い時期にその検討結果を田子町に示したいと考えております。以上
です。
---
◯上野議長 滝沢君。
---
◯滝沢議員 三村知事のこの新プラン、これでこれから基本的に全量撤去ということで進めるわけですが、そこ
でお伺いします。この原状回復対策を実施した場合、その費用及び撤去量について伺います。
---
◯上野議長 前田環境生活部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 全量撤去を基本としておりますので、撤去の対象となる量はこれまでの調査結果から約六十七万立方メート
ル、費用については最大で約四百四十億円程度と考えられます。以上でございます。
---
◯上野議長 滝沢君。
---
◯滝沢議員 今の部長の答弁で、費用の方は最大で四百四十億円と。私がなぜこの質問をしたかというと、この
三村プランの中には撤去の数字は一つも書いていないんですね。そして、今初めて、四百四十億円というこれ
を上限で考えるというお話がございました。この四百四十億円というのは、まさに、前に県が私どもに示した三
案、あのケース一の全量撤去の四百四十億円、つまり、これはもう限りなく全量撤去に近いということで受けと
めてよろしいんですね。知事に聞きます。
---
◯上野議長 知事。
---
◯三村知事 議員にお答えします。
 議員御指摘のとおり、廃棄物及び汚染土壌の全量を撤去の対象とすることを基本として取り組んでまいりま
す。そういうことです。
---
◯上野議長 滝沢君。
---
◯滝沢議員 前の議員総会のときにも私は知事に確認しましたが、もう一回全協の中で確認をしておきたいと思
います。七月三十一日付で発足した先ほどの地元住民が入った協議会、これで地元住民の合意を得られなけ
れば無害なものでもすべて撤去する、そう受けとめてよろしいですね。
---
◯上野議長 知事。
---
◯三村知事 そのとおりでございます。
---
◯上野議長 滝沢君。
---
◯滝沢議員 先ほどの知事からの説明の中で、民生安定対策等の総合的な検討を庁内部局が連携し一体と
なって取り組む体制づくりを早急に行いたいという考えをこのプランで示しております。私は、この民生安定化
に加えて、今現在、マイナスのこのイメージを将来的にはプラスに転換する、そういう目的とした総合的な施策
の推進が必要だと考えております。そこでお伺いしたいんですが、民生安定対策等の総合的な検討を行う庁内
の新たな体制が目指すものは何なのか、そして、具体的な取り組みの内容について現時点での考えをお伺い
いたします。



---
◯上野議長 知事。
---
◯三村知事 滝沢議員にお答えします。
 今後予定される産業廃棄物不法投棄にかかわる原状回復に取り組む上で、地域住民の水道水源や本県の基
幹産業である農林水産業に利用されている馬淵川水系の環境の保全を確保するとともに、地元田子町や周辺
市町村など流域の方々の日々の生活や農林水産業にかかわる環境を安全で安心なものに保つことが基本で
あると私は考えております。このため、原状回復のための工事や廃棄物等の搬出作業に伴って発生する工事
用車両などにかかわる交通安全対策や、農林水産業が安全・安心に営まれる環境づくりにかかわる対策など
の周辺対策が極めて重要であると考えております。この周辺対策を円滑に進めていくためには、原状回復を担
当する環境生活部だけでなく、それぞれの周辺対策に関係する部局が連携し、それぞれの役割分担のもとで全
庁挙げての取り組みとして進めていくことが不可欠であると考えます。このため、庁内に、周辺対策も含めて今
回の不法投棄対策にかかわる推進本部を設置するべく現在検討を進めているところであります。以上です。
---
◯上野議長 滝沢君。
---
◯滝沢議員 今の答弁の中で、庁内に周辺対策を含めた推進本部を設置するという答弁がございました。この
中では地元の周辺の地域振興策も十分検討していただきたい、そう要望しておきたいと思います。今回の三村
新プランは、全量撤去を求めてきた自治体、そしてまた住民の方々からは、私たちの願いに近づいてきたと評
価する声もあります。しかしながら、一方で不安が根強く残っているのもこれまた事実であります。今後、県と田
子町、そして住民とのパートナーシップによってしっかりとした信頼関係を築いて、地元住民の声を極力尊重し
て進めていっていただきたい。それからまた、岩手県も同じであります。先ほど知事からお話がございました、
副知事同士が早急に現地へ行って、そして一緒になって検討協議すると。副知事、まさにその辺で岩手県との
信頼関係もぜひともしっかりと築いた上でこの問題に臨んでいただきたい、進めていただきたい。そして、一日
も早く住民の方々が安心で安全な生活が取り戻せるよう全庁を挙げて進めていくことを心からお願いいたしまし
て、私の質疑を終わります。
---
◯上野議長 滝沢君の質疑を終わります。
 それでは、越前陽悦君の発言を許可いたします。───越前君。
---
◯越前議員 自民党会派の越前陽悦でございます。時間内で順次質問をさせていただきます。
 この不法投棄の問題については、これまでも、香川県の豊島に行っていろいろ見てまいりましたし、また、地元
田子町の不法投棄現場も何度も見させていただいてまいりました。これらの経緯を踏まえながら、また、このた
びの報告を受けまして順次質問をさせていただきたいと思います。
 そこで、撤去に当たっては、その内容を十分に情報公開しながら、再利用できるものについては、住民や学識
経験者から成る協議会などで協議して、住民の理解を得た上で現地で再利用するということで報告がございま
した。そこで次の点について質問いたします。全量撤去については、実際に掘り出して、そしてまた分析してみ
ないとその内容については明確にできないのではないかというふうに考えるわけでありますが、これまでの調
査の中でわかっている範囲で結構でありますから、どのような種類の廃棄物をどのように再利用することを想
定しているのかについてまず最初にお尋ねいたします。
---
◯上野議長 部長。
---
◯前田環境生活部長 廃棄物及び汚染土壌の撤去に当たっては、その内容を十分に情報公開しながら、再利用
できるものについては、住民や学識経験者等で組織する原状回復対策推進協議会などにおいて協議し、住民
の方々の御理解を得た上で現地で再利用したいと考えております。したがいまして、再利用するものの具体的
な種類や再利用方法については、現場から掘り出し、分析したデータを示しながら原状回復対策推進協議会な
どにおいて十分協議をし、その結果として具体的な内容が明らかになるものであります。現時点で想定される
ものとしては、例えば人の健康保護、生活環境保全上の目標値である土壌環境基準を満たす汚泥は、一般的
には埋め戻しや盛り土材、土壌改良材や有機肥料としてリサイクルされているものです。そのような汚泥や土
壌環境基準を満たす堆肥様物など、最終的に土壌に還元される性質のものが想定されます。それらのことにつ
いても再利用などに関して協議をしてまいりたいと考えております。以上でございます。
---
◯上野議長 越前君。
---
◯越前議員 そこで撤去作業についてお伺いしたいと思いますが、全量撤去を基本とした場合に今後莫大な撤
去量になるものというふうに想定されるところであります。そこで、運搬の方法とか撤去した廃棄物の搬出先に
ついては非常に重要な課題になるというふうに考えておりますが、今後どのように取り組んでいくのか、この点
についてお尋ねいたします。───失礼しました。そこで、具体的に、今後十年間の時限立法の中で全量撤去
を基本として行う場合、県内における施設だけで処理することはできるのかどうか、可能であるかどうかというこ
とについてまずお伺いいたします。
---
◯上野議長 部長。
---
◯前田環境生活部長 本県では従前より、廃棄物の処理について自区内処理を原則として対処しております。
したがいまして、県境不法投棄現場の原状回復に当たっても、まず県内にある施設で処理することを基本とし
て考えております。
---
◯上野議長 越前君。
---
◯越前議員 県内の施設で処理することを考えておるということであります。
 そこで次に質問してまいりますが、もしも県内の施設だけでの処理が不可能になることが予想された場合どの
ように対応するのか、その対応策についてお伺いいたします。
---



◯上野議長 環境生活部長。
---
◯前田環境生活部長 自区内処理を基本としておりますけれども、自区内処理が困難な場合、他県の施設にお
願いせざるを得ないものと考えているところです。実際に他県の施設で処理する場合は、搬出先となる県と事
前によく協議した上で処理をしていきたいと考えております。
---
◯上野議長 越前君。
---
◯越前議員 県内で処理ができない場合、他県の施設にお願いしていかざるを得ない、していくというふうなお
話でありますが、まあ十分協議をしていくということでありますけれども、搬出先の市町村におきましては、県
境の不法投棄物が持ち込まれ処理されることについては相当な抵抗があるのではないか、大きいのではない
かというふうに私は考えます。それに対する対応についてはどのように対応されるのか、その点についてお伺
いいたします。
---
◯上野議長 知事。
---
◯三村知事 越前議員にお答えいたします。
 撤去する廃棄物は、その性状に応じて、廃棄物処理法に基づく処理基準に従って適正に処理することになりま
す。したがって、この現場の廃棄物を処理することにより処理施設周辺の環境に影響を及ぼすことはないものと
認識しておりますが、搬出先が決定すれば、事前に施設の所在市町村に対し県から積極的に情報提供を行う
とともに、具体的な撤去計画等についても十分説明し進めてまいりたいと存じております。
---
◯上野議長 越前君。
---
◯越前議員 問題のないようにということでございますが、県内においても全国的にもこれだけ注目され問題に
なっておる不法投棄問題でございますから、今、知事から、該当する市町村とも十分連絡、連携をとって、打ち
合わせをしながら理解をいただいて取り組んでいくということでありますが、しかしながら、この点については十
分な協議を進めて理解をいただきませんと、心配するように相当な抵抗が出て進まないことになりはしないかと
いうふうに心配するところでありますので、この点についてはひとつ十分意を用いて取り組んでいただきたいと
思っております。
 そこで次に運搬に当たってでございますが、運搬に当たりましては廃棄物の種類によっては専用車両が必要
というふうに思われます。したがって、どのような方法でこの専用車両について対応していくのかお伺いいたし
ます。
---
◯上野議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 廃棄物を輸送するに当たっては、輸送中の環境汚染を引き起こさないよう、廃棄物の種類や形状によって専用
の車両を用いて輸送することも必要であると考えております。液状のものは、バキュームカーやダンパー車によ
り吸引し、そのまま処分先へ輸送します。水分の多い廃棄物については、フレコンバッグやドラム缶に詰め、漏
液の拡散防止対策を施した車両を使用して輸送し、漏液による周辺への汚染拡散の防止を図ります。揮発性の
高い有害物質を含む廃棄物については、フレコンバッグやドラム缶に密封して輸送するか、鋼製天蓋つきの全
密閉式の車両を使用して輸送し大気汚染の防止を図ります。また、現場には洗車場を設置し、場内で車両に付
着した廃棄物や泥などを洗浄し、場外へ出さないよう対策を施します。以上です。
---
◯上野議長 越前君。
---
◯越前議員 種々御説明いただきました。大気汚染防止に努めて注意をしてまいりたいというふうなことであり
ます。当然それはやっていただきたいと思いますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。
 そこで、専用車両を使用しなくても運搬できるものがあると思いますが、具体的にはどのような廃棄物が考えら
れるのかお伺いいたします。
---
◯上野議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えいたします。
 揮発性でないもの、水分が少ないもの、特別管理産業廃棄物に相当しない廃棄物については通常の運搬車
両を使用することになりますが、運搬の際は、廃棄物をフレコンバッグに詰めるか荷台をシートで覆うなどの対
策を施し、運搬中の廃棄物の飛散防止及び降雨などによる浸出水の漏れを防ぎます。以上でございます。
---
◯上野議長 越前君。
---
◯越前議員 そこで、全量撤去を基本とした場合、運搬用のトラックのトン数はどのぐらいになるんでしょうか、何
トン車になるのか、その台数はどのぐらいになるのか、また、そのうち専用車両の割合はどのぐらいになるの
か、あわせてお伺いいたします。
---
◯上野議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えいたします。
 全量撤去を基本とした場合、平成十五年度から平成十八年度までの四年間で、撤去作業により周辺環境へ影
響を及ぼさない約九万六千立方メートルは撤去する予定です。ですから、平成十九年度からの本格的な撤去作
業の対象となる廃棄物は約五十七万四千立方メートルとなり、一年当たりの撤去量は約九万六千立方メートル
になります。一年間の作業日数については、休・祝日、冬期間における不稼働日数を勘案して二百十五日と想
定すると一日当たりの撤去量は約四百四十六立方メートルとなり、これを十トン積みのトラックで運搬すると、片
道四十五台、往復で九十台のトラックが通行することになります。



 次に、廃棄物のうち特別管理産業廃棄物相当の廃棄物は専用車両で運搬しますが、平成十九年度以降に撤
去する特管相当廃棄物は約二十三万立方メートルであり、約四割が専用車両による運搬となります。しかし、時
期により撤去する特管相当廃棄物の量が大きく変動することから、ほとんどが専用車両による運搬の時期もあ
り、非常に少ない時期もあります。以上です。
---
◯上野議長 越前君。
---
◯越前議員 この運搬に当たっては、片道四十五台、往復九十台という大変な台数になるわけです。そこでお伺
いしてまいりたいと思いますが、こういうことになりますと、その搬出ルートの沿線におきましては騒音、振動、
粉じんなど大気汚染の影響がかなり出てくるのではないかというふうに考えられます。そこで、この点について
どのような対策を講じていくのかお伺いいたします。
---
◯上野議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 撤去作業による交通量の増加に対しては、車両の分散化を行い、特定のルートだけに集中しないよう車両運
行計画を作成するほか、走行時間帯や走行速度の制限、誘導員の配置、運転手への安全教育の徹底など、沿
線への影響を及ぼさないよう適切な対策を講じていきたいと考えております。また、現場近傍の集落において
大気汚染に関する環境モニタリング調査を行い、撤去工事の通行車両による影響を把握し、速やかに適切な対
策を講じることができるようにしたいと考えております。以上でございます。
---
◯上野議長 越前君。
---
◯越前議員 運行車両台数を見ましても大変な数になりますし、ただいま答弁がありましたようにそれなりの対
策はとっていかれるということでありますが、しかしながら、車両の分散化を図りながらという御答弁もございま
したけれども、いずれにしても、騒音、振動、粉じんなど大気汚染等々へのかなりの影響が出てくるのではない
かというふうなことについては十分予想されるわけでありまして、この点についてはひとつ今後の対策として十
分意を用いた対策協議をしていただきたいというふうに強く要望申し上げておきたいと思います。
 そこで、総事業費の概算については先ほど滝沢議員から質問がなされました。私の方からは、事業費の内訳
の中で、運搬費用並びに処理費用については具体的にどのぐらいの額を見込んでいるのか、この点について
お伺いしたいと思います。
---
◯上野議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 先ほど最大で約四百四十億円程度との見込みをお答えいたしましたが、その内訳として
は廃棄物の撤去費用として約三百三十五億円を見込んでおりまして、さらにその内訳としては、運搬費用を約
三十五億円、処理費用を約三百億円と見込んでおります。
---
◯上野議長 越前君。
---
◯越前議員 大変詳細に御説明いただきありがとうございました。総事業費の中でも、この撤去費用、そしてま
た運搬費用、処理費用、いずれにしても随分高額な予算が今必要とされております。この事業に当たっては、そ
の都度いろいろ問題が起きてくる、また心配される事業でありますので、十二分に意を用いた対応が必要であ
ります。この点については今後とも、従来からの協議を踏まえて十分なる対応ができるように取り組んでいただ
きたいというふうに考えておりますので、この点については強く要望しておきたいと思います。
 そこで、撤去作業の前提といたしまして、水処理施設及び遮水壁の建設、その他の工事が行われるところであ
りますが、その工事内容にはどのようなものがあって、どのくらいの額を見込んでいるのか、この点についてお
伺いいたします。
---
◯上野議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 汚染拡散防止対策として、浸出水処理施設、浸出水貯留池、それから防災調整池、遮水壁などを建設します。
また、現地管理用の場内道路や雨水排水路、表面遮水工などを施工します。それぞれの事業費としては、浸出
水処理施設、浸出水貯留池、防災調整池の建設に約二十六億円、遮水壁の建設に約三十七億円、表面遮水工
などその他工事に約二十七億円を見込んでおります。以上でございます。
---
◯上野議長 越前君。
---
◯越前議員 それでは、私からは最後の質問になりますが、先般の岩手県側における部長発言について伺いま
す。昨年十二月の常任委員会において───私は環境厚生常任委員会に所属しておりましたので、私からの
質疑で、青森県の責任がより重いとの岩手県知事の発言について県の認識を伺った経緯がございます。そこ
で、県からは、岩手県においても収集・運搬業の許可を与えていた業者によってみずからの行政区域において
不法投棄が行われていたという事実があることなどから、行政上の責任の重さに違いはないとの答弁を部長か
ら得ております。先般八月七日の新聞報道によりますと、岩手県の環境生活部長は、業者に事業許可を出し監
督が不適正だったのは青森県で、岩手県は被害県、責任は青森県にあるとの発言をしているようであります。
そこで、再確認ということでこの点についてお伺いしておきたいと思いますが、責任は青森県にあるとの岩手県
の環境生活部長の発言でありますが、県におきましてはこの発言に対してどのように考えておるのか、とらえ
ておるのか、この点についてお伺いいたします。
---
◯上野議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えいたします。
 廃棄物処理法上は、収集・運搬業と処分業の違いによって、許可権者としての立入検査権限、報告の徴収権



限等に差異を設けておりません。したがって、単に許可の区分の違い、許可の一方または両方を与えているこ
とだけによって許可権者としての責任、義務に違いがあるとは考えておりません。岩手県においても、収集・運
搬業の許可を与えていた業者によってみずからの行政区域において大規模な不法投棄が行われたという事実
があり、行政上の責任の有無、その重さに本県と違いが出てくるものではないと考えております。なお、この点
に関しては、岩手県がみずから行った検証結果報告書の中でも、確かに三栄化学工業株式会社の最終処分場
は青森県側にあり、その周辺の不法投棄は多いのであるが、岩手県側にも投棄はされている、岩手県側は処
分場敷地ではないことから、不適正処理というよりも不法投棄ととらえるべきである、したがって、青森県の許
可業者である以上に、岩手県内の土地への不法投棄者であると整理して、青森県と共同して、あるいは独自に
フォローをすべきであったとの指摘もなされているところであります。以上であります。
---
◯上野議長 越前君。
---
◯越前議員 違いがあるとは考えていないということでございましたが、それにしても岩手県側のこの発言の要
旨を伺いますと随分違いがあるように言われているわけで、かなりの考え方の相違なのか、誤解なのか、いず
れにいたしましても、この点についてはきちんとただすべきものはただしておかないとまずいのではないかな
あというふうに思うわけであります。それでは、その辺の考え方について違いがない、岩手県側に対してこの点
についてはどのような形で理解をしていただくのか、この点についてどのようにお考えでございますか、ちょっ
とお伺いします。
---
◯上野議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 この点に関しましても、事務局としての連携、それから後に副知事の一緒の話し合い等
予定されておりますので、そのところで連携を図って意見のすり合わせをしてまいりたいというふうに考えてご
ざいます。以上でございます。
---
◯上野議長 越前君。
---
◯越前議員 これは十分連携をとって意思の疎通を図っていただかなければならないわけでありますが、あくま
でも新聞報道で知る限りにおきましてはかなりの違いがあるように見受けられるわけでありまして、この点につ
いては十分意思の疎通を図るようにひとつ早急に協議をしていただきたいと思います。
 もう一つは、県民から見ましても、かなりそのように、誤解といいますか、考え方、理解の仕方に違いがあると
いうふうに思います。私も、本当にそうなのかな、どっちが本当なのかなというふうに思った次第でありますの
で、そういう意味では、違いがあると考えていないことについての県民に対する説明とかＰＲというものが私は
非常に大事ではないかというふうに考えますが、この点についてはどのようにお考えでございますか、再度お
伺いいたします。
---
◯上野議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えいたします。
 この点に関しましても、帰りましてから中で十分検討しまして、県民に対するコメントをしながら、共通理解とい
うより、私ども県の考え方を理解していただけるような形で発信をしてまいりたいというふうに検討してまいりた
いと思っております。以上でございます。
---
◯上野議長 越前君。
---
◯越前議員 各事項について私なりの質問をさせていただきましたが、それぞれ重要な問題でございますの
で、これからの協議、対応に当たってもひとつ十分意を尽くして取り組んでいただきますように強く御要望申し
上げ、私からの質問を終わらせていただきます。
---
◯上野議長 越前君の質疑を終わります。
 次に山内崇君の発言を許可いたします。───山内君。
---
◯山内（崇）議員 引き続き質疑を行わせていただきます。
 私からはまず原状回復についてお伺いをいたします。先ほどもこれに関連するお話、質問が若干あったわけ
でございますけれども、再利用できるものについては住民の理解を得て再利用したいということであります。こ
れはこれまでなかった新しい考え方であると思いますけれども、再利用の具体的内容について伺いたいと思い
ます。あわせて、再利用を検討しているものにはどういうものがあるのか単刀直入に伺わせていただきます。
---
◯上野議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 不法投棄現場の原状回復については、馬淵川水系の環境保全を目的とし汚染拡散の防止を最優先することを
基本方針として、不法投棄現場が周辺の土壌環境と同等となるよう原状回復対策を早急に実施したいと考えて
おります。そのためには廃棄物及び汚染土壌は全量撤去を基本としたところです。撤去に当たっては、その内
容を十分に情報公開しながら、再利用できるものについては、今後原状回復対策推進協議会などで十分に協
議をし、住民の理解を得ることとしています。その結果として再利用するものの種類や再利用方法などの具体
的な内容が明らかになると考えておりますが、現時点で想定されることは、現場の覆土材などとして再利用が
考えられます。
 二つ目の、検討しているもの、このことにつきましても住民の理解を得た上でのことですが、現時点において考
えられるものとして、例えば人の健康保護、生活環境保全上の目標値である土壌環境基準を満たす汚泥、これ
は一般的には埋め戻しや盛り土材、土壌改良材や有機肥料としてリサイクルされているものです。そのような
汚泥や土壌環境基準を満たす堆肥様物など、最終的に土壌に還元できる、還元される性質のものが想定され
ております。以上でございます。
---



◯上野議長 山内君。
---
◯山内（崇）議員 原状回復の基本的な進め方というのを考えてみますと、やはり、特に有害な特管相当廃棄物
を優先的に現場から除去していく、撤去していくということがまず大原則だと思うわけですね。その後、それ以外
のいわゆる汚染レベルの低いものをやっていく、これが普通の常識的な物の考え方であるわけでして、ですか
ら、今のこの再利用という考え方については今のところいろいろ誤解もあるような気がするわけですね、報道等
を見てみますと。何といいますか、その結果県の方針が不明確なような印象も与えているような気がしてなりま
せん。そこで私は、はっきりと申し上げるべきは、再利用可能なものについては再利用するんだと。これは、科
学的、合理的な根拠に基づいてやっていくということをより徹底していく必要があるんではないかなというふう
に思うわけです。環境再生のために活用できるというのであれば当然再利用すればいいわけです。具体的に
は、汚染土壌の中でも、環境基準を満たしている、それに類するものが中で使われていくということになると思
いますけれども、このことが全量撤去と矛盾するようなそういうふうな基本的な考え方じゃ決してないんだという
ことをきちっとこの場で確立していくというためにも私は部長に今この答弁を求めたわけであります。
 それから、原状回復対策推進協議会ではその問題についてきちっと情報公開をしてやっていくとの知事からの
お話もあるわけですけれども、この協議会では、再利用可能かどうかということだけではなくて、やはり、撤去方
法ですとかモニタリングの結果、あるいはこれから九月に国に提出していく実施計画のこういった具体的な中身
についてもある程度───ある程度と言わないな、これは情報公開───地域住民に諮って、意見がきちっと
反映されるようなそういう形をぜひこの協議会でとっていってほしいということをまず要望したいと思います。
 二番目の質問に移ります。新方針による経費負担についてであります。二つお伺いします。事業費について
は最大限四百四十億という話がこれまで出ておりますけれども、全量撤去による事業費の見通しと県財政への
影響を改めてお伺いいたします。次に、特措法によって補助金が出るわけであります。産廃特措法による補助
は、特管相当廃棄物にあっては二分の一、その他の産業廃棄物にあっては三分の一というふうに理解してよい
のかどうか。また、不法投棄された廃棄物すべてが補助対象になると理解していいか伺いたいと思います。
---
◯上野議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 前段の全量撤去による事業費の見通しと県財政への影響のところは、環境生活部分の所
管としては、本県が現在考えている原状回復方針は全量撤去を基本としておりますので、これまでの調査から
推計されました本県側の廃棄物の推定量、先ほどもお答えいたしましたが、約六十七万立方メートルすべてを
撤去するとして試算した場合、最大約四百四十億円程度と考えてございます。
---
◯上野議長 小堀総務部長。
---
◯小堀総務部長 県財政への影響についてのお尋ねにお答えいたします。毎年度の事業費とそれにかかわる
国の財政措置が確定していないわけですので、現時点では、補助金の収入額、あるいは県債を発行する額、一
般財源所要額、これらが予定されているわけでありますが、それぞれについて明らかにすることはできないた
めに具体的な影響をお答えできる状況にはありません。しかしながら、基本的に、現在の我が県の財政状況を
見ますと、多額の県債残高を抱え公債費の増加が続く厳しい県財政にあって、今、環境生活部長から答弁があ
りましたように最大で四百四十億程度の事業費が見込まれるということであればその影響は極めて大きい、そ
ういうふうに考えておるところであります。しかしながら、本事案の解決が、地域住民の生活や健康を守り、安
全・安心を守っていくという最優先課題とすれば、原状回復が円滑に進むように財政面において適切に対応す
ることが必要であるというふうに考えております。このような緊急政策課題が時として発生するわけであります
ので、将来にわたってそのようなことに対しても的確に対応できるような財政体質に改善しておくということが必
要であるというふうに考えておりますので、そういう観点からも、現在私どもが進めておりますいわゆる財政改
革プランの策定作業を一生懸命進めていきたい、こういうふうに考えておるところであります。
---
◯上野議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 後段の特別措置法による補助の件ですけれども、特定産業廃棄物に起因する支障の除
去等に関する特別措置法施行令によりますと、特別管理産業廃棄物その他これに相当する性状を有するもの
に係る補助率は二分の一、その他の廃棄物に係る補助率は三分の一とされています。また、特別措置法に基
づく支援制度による補助は、生活環境の保全上支障が生じ、または生ずるおそれがある廃棄物の除去を対象と
するものでありまして、不法投棄された廃棄物であってもそのようなおそれがないと判断される廃棄物について
は補助対象とはならないものであります。以上です。
---
◯上野議長 山内君。
---
◯山内（崇）議員 六十七万立米、四百四十億、残念ながらそのすべては補助対象にはならない、生活環境への
影響が少ないと。まあ、これは国の判断なんでしょう。補助金でありますから、当然一つの基準というものがあ
るのもやむを得ないのかなという気もいたしますけれども、今もう一度ここでこの経費負担問題について少しお
話ししてみたいと思うんですが、岩手県側は、特管相当廃棄物が十二万九千二百立方メートル、それ以外が五
万八千八百立方メートル、合わせて十八万八千立方メートルあります。これを最大限処理いたしますと───
撤去いたしますと二百二十一億円であります。さて、ここで我が青森県と岩手県を合算いたしますと、処理費用
は最大で六百六十一億円、その量にして八十五万八千立方メートル、こういうことになるわけであります。全体
で見た場合には、非常に大変な、日本最大級というか、悪い意味での最大級の不法投棄の事件であります。本
県だけでも恐らく、四百四十億のこの補助対象になるものを除いて、県費負担は少なく見積もっても二百数十億
円に達するであろう、こういう状況が今現在見込まれるわけであります。今の県財政の厳しさについては、今、
総務部長からも答弁がありましたけれども、多額の県債残高を抱え、この財政負担というのは極めて大きい。
特措法は十五年から二十四年までの時限立法であります。この十年間にこういう出費が伴っていく。何といい
ますか、補助残については起債措置をしていく。そのうち交付税措置も見込まれるでありましょう。しかし、結果
においては、県民の税金がこれに投入されていく、財政を圧迫していくことは明らかであります。ですから、こう
いう緊急の出費に対応できる財政体質に持っていきたいという総務部長の御意見はもっともでございますけれ
ども、それ以前に、発表された県の財政に関するデータでは、あとわずか二年で県は財政再建団体に転落する
かもしれない、こういうところまで来ているわけであります。こういうときのこの現状というものを考えたときには



大変な負担になるということを私は指摘しておきたいわけであります。同時に、先ほど関連して答弁がありまし
たけれども、現地処理施設という考え方、知事初め皆様はなかなか申し上げにくいんでしょうが、現実的な考え
方として、焼却する施設を稼働させるためには少なくとも五年ぐらいの期間を要するでありましょう。しかし、五
年も待っていることはできないわけであります。その間に速やかに撤去するということが必要でありますし、補
助対象にもならないということを考えれば、やはり、この後、よくよく冷静に考えて、田子町の地元の皆さんの御
意見もありましょうけれども、県としては理解を得て進めていただきたいというふうに申し上げたいわけであり
ます。
 次に私からは、ここも大事なところなんでありますけれども、排出事業者責任の追及の現状、それから今後の
進め方についてお伺いします。
---
◯上野議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えいたします。
 排出事業者責任の追及については、廃棄物の排出状況を把握するため約一万六百の排出事業者に対して報
告を求め、廃棄物処理法違反の有無に係る審査を行ってきております。その結果、現在のところ、無許可の収
集・運搬業者に廃棄物の運搬を委託していた六事業者に対し、六月十八日及び八月六日に、青森、岩手の両
県知事の連名で廃棄物の撤去を命ずる措置命令を行いました。このうち四事業者は八月七日に撤去をしており
ます。今後も、法違反の排出事業者に対しては、厳格に対処する観点から、審査を進め、必要に応じ立入検査
等を行いながら、法違反の事実が認められた場合は順次措置命令を行うこととしております。以上でございま
す。
---
◯上野議長 山内君。
---
◯山内（崇）議員 先日、現地の撤去作業の現場がテレビあるいは新聞等でも報道されておりました。ああいう
形で少しずつずっと片づけるというわけにもいかぬでしょうから、今後具体的にさらに特定していった場合には
撤去命令をどういう形で現実化していくのか、ある意味費用としてやる場合もあるでしょうから、その点はよくよく
検討していっていただきたいと思います。要望いたしますけれども、いずれにしても、廃棄物処理法に基づい
て、原因者、関与者あるいは排出事業者に対する責任追及を徹底的に行うこと、そして措置命令の徹底という
ものを図っていっていただきたいということでございます。
 排出事業者等の責任もそうでありますけれども、私は次に行政責任についても少し伺ってみたいと思います。
その前に少しこの間の経過をお話ししたいと思うんでありますけれども、平成七年の九月に燃え殻の不法投棄
を確認したと。そして、この後八年の十一月に、期間を区切っておりますけれども事業の停止処分というものも
出しているわけでありますけれども、同時に、平成九年の三月には、中間処理業の許可に加えて動植物性の
残も追加していると。そして十二月にはばいじんを追加していると。それで、その後ずっといって平成十一年の
十一月、青森・岩手県警合同捜査本部が廃棄物処理法違反として強制捜査に入っていくわけであります。その
後、平成十二年五月、原因法人の関係者が逮捕されました。そして、平成十二年の六月には、投棄された廃棄
物を撤去する旨の措置命令が青森、岩手両県から出された。そして、平成十二年の八月には三栄化学工業の
業務の取り消し処分と。ここに至るまで約五年を要しているわけであります。そしてようやく今現在に至っている
と。それからまた三年何がしの時間がたっているわけであります。さて、行政責任の検証状況については、検証
委員会から報告書が出されましたね。十五年の三月二十五日であります。報告書が提出されている。そして、
四月の二日には前知事が定例記者会見で県民及び地元住民に対しておわびをしている。その指示を受けて、
翌日四月三日には部長が地元住民説明会でおわびをしている。この間議会ではどういう答弁であったかという
のは、私はわかっておりますけれども、なかなかきちっとした答弁とは言いがたかった、まあ検証委員会の報告
を待ってということでありましたから。さて、その後、三村知事就任以降の動きとしては、七月二十一日、三村知
事は住民との対話集会でいち早くおわびをしてきたと。そして、十五年七月二十三日、県議会において、県議会
並びに県民に対して知事のおわびの答弁が我が党の滝沢求議員の一般質問に対して行われたところでありま
す。こういう経過があるわけであります。知事の答弁については、行政の長として非常に潔いものであります
し、今の状況を受けるならば当然の答弁であり、私は評価するものであります。こうした段々の経過を受けて私
は再度知事にお伺いいたします。行政責任について今後どのように対応なさるのか。
---
◯上野議長 知事。
---
◯三村知事 山内議員にお答えいたしたいと思います。
 県が果たすべき行政責任としては、一日も早く住民の不安を解消するよう不法投棄現場の原状回復に全力を
挙げて取り組むとともに、県境不法投棄検証委員会から御提言のあった再発防止策のみならず、これまでのや
り方をさらに精査の上、改めるべき点を整理し改善していくことであり、あわせて、検証委員会から御指摘の
あった県の落ち度について具体的に責任を果たすことであると考えております。検証委員会からは、県の落ち
度として、行政調査を尽くさなかったこと、警察への情報提供、連携が不十分であったこと、廃棄物担当部局と
他の部局との連携が不十分であったことについて御指摘があったところであります。県といたしましては、大量
の不法投棄を結果的に見過ごし国内最大規模の不法投棄事案に発展させ、県民に不安を引き起こし県に対す
る県民の信頼を大きく損ねる結果となったことについて、処分を視野に入れながら具体的に検討を進めている
ところであります。私からは以上です。
---
◯上野議長 山内君。
---
◯山内（崇）議員 処分も視野に入れながらという非常に厳しい方針であると思います。さきの定例会での知事
の答弁を少し引用してみたいと思うんですけれども、「県の指導監督に落ち度があり、結果として全国最大級の
不法投棄が行われることを防止できず、今現在も県民の皆様方に大変な不安と御迷惑をおかけしていることに
ついて、県議会並びに県民の皆様方に心からおわびを申し上げる次第でございます」と明確に知事は言い
切った。その答弁を受ける形で、今回は、信賞必罰といいますか、大変厳しい、処分も含めての対応を考えてい
るということでございます。
 私から意見を申し上げたいと思います。まず、住民生活の安定あるいは安心というものを著しく脅かした、こう
いう点において県行政の責任は極めて重いと言わざるを得ません。そして、県の廃棄物行政への信頼も失わ
せたわけであります。また、先ほど来お話ししていますように、県の財政の現状を考えるときに、この上少なく見



積もっても県費で二百数十億というふうな負担が強いられていく、この現状は大変なものであります。プラスの
出費という点では、我が県は、新幹線の建設ですとか、あるいはＩＴＥＲの誘致の問題、あるいは県民の生活に
密着したインフラ整備、こういったものを今こそ前向きに進めなければいけない時期であります。そのときにこう
いうふうな状況を受けるということは、知事にしてみれば大変な、まあ言葉に言い尽くせないような非常に厳し
いそういう中での県政運営ということになるのではないでしょうか。これまで県政、県を揺るがすそういうような
事件が発生してまいりましたけれども、その都度責任の所在が不明確ではなかったか、私はそう指摘せざるを
得ません。現場の職員の処分云々ということももちろんあるでしょう。しかし、私はあえて知事にここで申し上げ
たいのでありますけれども、それ以上に、県政として、上に立つ者の責任というもの、これこそ厳しく問われなけ
ればならないのではないでしょうか。今、政治の責任は極めて重いと思う。ここで県民の信頼の回復のために政
治がきちっと機能する、その先頭に知事が立ってほしい、県議会もそれを理解しバックアップしていくという私の
決断であります。さて、隣の岩手県の方でも、既に内々、検証委員会による検証報告をもとにしながら、総務部
等においてその責任の所在を明らかにするそういう対応が行われているようであります。繰り返しますけれど
も、県民の納得が得られるようなそういう対応が必要であると考えますので、その処分───単に職員を処分
すればいいというものではございません。やはり、県政のありようといったものも含めてきちっと総括をしていた
だきたい、この点についてはそのことを要望しておきたいと思います。
 最後に伺いますけれども、八月七日の八戸地域県境不法投棄問題対策連絡会の要望に対する知事の所感、
及び原状回復を進めるに当たっての知事の御決意を再度お伺いいたします。
---
◯上野議長 知事。
---
◯三村知事 山内議員にお答えいたします。
 去る八月七日に、馬淵川流域の関係十二市町村など計四十四団体で構成する八戸地域県境不法投棄問題対
策連絡会の皆様から県境不法投棄問題の早期解決について御要望をいただきました。この不法投棄が行われ
た現場は馬淵川の水系の上流部に位置しているため、現場から汚染が拡散すれば流域の水質、土壌に及び、
ひいては健全な水循環を乱す大きな問題となる事案であり、緊急の汚染拡散防止対策を含め、原状回復を早
急に進める必要があると認識をいたしております。したがいまして、馬淵川流域住民の方々が日々の生活の中
でその影響について不安を抱かざるを得ないということは、私自身が馬淵川を水道水源として利用している地
域の一住民として実感しているところであります。私は、水道水源や農林水産業に利用されている馬淵川水系
が汚染されることは地域の住民の生活や健康を脅かすものであるとの思いやこれまでいただいたさまざまな御
意見等も踏まえ熟慮を重ねてまいりました。その結果、馬淵川水系の環境保全のため汚染拡散の防止を最優
先し、不法投棄現場が周辺の土壌環境と同等となるよう原状回復対策を早急に実施することにいたしました。
私としては、八戸地域県境不法投棄問題対策連絡会の皆様を初め、これまでいただいたさまざまな御意見、御
要望を十分心に受けとめ、住民の安心と安全の確保を第一義に、この事案の早期解決に向け、私自身が先頭
に立って取り組んでまいります。その覚悟でございます。その思いをもちまして、八戸地域県境不法投棄問題
対策連絡会の皆様方にも先般のお答えをいたした次第でございます。私からは以上でございます。
---
◯上野議長 山内君。
---
◯山内（崇）議員 知事就任後間もない期間でよくこの県政の最重要課題に取り組んで対応してこられたなあと
いうのが私の感想でございます。きょうの全員協議会、これまでに全量撤去の方針を確立してきたということを
私は評価したいと思います。そして、今後は速やかに実施計画の策定を行い、その上で九月の定例会にこの実
施計画を報告し、速やかな原状回復に向けての取り組みを強めていってもらいたいと思います。私ども自由民
主党としても知事の取り組みを支えていきたいと思いますので、頑張っていただきたいと思います。以上であり
ます。
---
◯上野議長 山内君の質疑を終わります。
 午さんのため暫時休憩いたします。
午後零時五分休憩
       ─────────────────────────────────
午後一時十三分再開
---
◯小比類巻副議長 休憩前に引き続いて会議を開きます。
 質疑を続行いたします。山内正孝君の発言を許可いたします。───山内君。
---
◯山内（正）議員 新政会の山内でございます。質問させていただきます。持ち時間が限られてございます。私も
単刀直入にお伺いいたしますので、御答弁も簡潔明瞭にお願いいたしたいと思います。
 まず第一点でありますが、先ほど来行政責任のことが質疑されてございました。私も第一点目としてこのことを
お伺いしたいと思います。一連の経過を見ますと、行政責任は極めて大きい、むしろ過失と言っても過言では
ないというふうに私は思っている一人であります。そこで、環境省は特別措置法による実施計画の承認に当
たって県の行政責任を明確にした上で決定すると伺っているわけでございますが、県はどのように行政責任を
とるつもりなのか伺いたいと思います。特に、今までの経過を見ますと、県は落ち度があったということも認め
てございますし、おわびもしている。また、さきの質問者の質疑にもございましたが、岩手県側は、許可した青
森県側に責任があるというふうなことも言ってございます。私は、先ほどの知事の御答弁で───部長でした
か、職員の処分も検討しているというふうなお話もございましたが、むしろ当時の行政のトップクラスの責任も
避けられないのではないかなというふうに思います。このことも含めてお答えをいただきたい。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 県が果たすべき行政責任としては、一日も早く住民の不安を解消するよう不法投棄現場の原状回復に全力を
挙げて取り組むとともに、検証委員会から御提言のあった再発防止策のみならず、これまでのやり方をさらに
精査の上、改めるべき点を整理し改善していくことと考えております。既に御存じのことかと思いますけれども、
不法投棄の撲滅県民会議も設置しておりまして、県警本部との連携も他部局との連携も強めておりまして、県
民の皆様の協力を得ることとしております。なお、処分に関しましては山内崇議員に知事から答弁したとおりで



ございます。以上でございます。
---
◯小比類巻副議長 山内君。
---
◯山内（正）議員 先ほどの答弁の域を出ていないというふうに今感じました。これでは環境省が納得するのか
なあ、あるいは県民も納得するのかなあというふうに私は思います。このことについては知事はどう思います
でしょうか。特に、今回の事案の───これはひとつ知事にお伺いしたいんですけれども、一番の原因者はだ
れであって───これが一般の場合と違うと思うのは、無許可の、届け出なし、あるいは許可がされていない一
般的な不法投棄と場合が違いますね。今回は、許可を受けた者が不法投棄を───そういう許可を受けた後で
不法投棄が行われているという現状であります。それから、一番被害を受けたのはだれだとお考えか、知事、こ
の二点をお答えいただけませんか。
---
◯小比類巻副議長 知事。
---
◯三村知事 原因者ということでございましたら、やはり、最初お話ししました八戸の業者と埼玉の業者というこ
とになると思っております。一番の被害者という問題になりますと、これはどういう観点からという形になるんで
ございましょうか、やはり税を支出するという観点からいけば青森県そのものということになるんでしょうが、地
域的に考えれば馬淵川流域・水系全体が被害者という形かと思います。
---
◯小比類巻副議長 山内君。
---
◯山内（正）議員 私は、一番被害を受けたのは県民だと思っています。先ほど来、これから二百数十億の県費
の持ち出しが出てくる。これが財政をさらに圧迫する。そうしますと県民が望んでいるものがそのために抑制さ
れてくる。そういう面も含めますと、田子の町民も含めて県民ですから、私は一番被害を受けたのは県民だと
思っています。それから、一番の原因者というんでしょうか、これは、先ほど私が申し上げました全くの不法投
棄、許可を受けないでやった場合ならその原因者が一番だと思いますけれども、許可を出している以上、私は
県にも相当のやはり責任があるというふうにとらえている一人であります。そのことも含めてこれから御検討い
ただきたい。
 次の質問に入ります。実施計画の策定等原状回復に関する今後のスケジュールはどのようになっているの
か。恐らく、環境省の方針が示された後実施計画を策定するということになろうかと思うんですが、その間当然、
環境審議会に諮問し答申を受けていくことになろうかと思いますけれども、スケジュールの中で、今申し上げた
ことと年内着工の見通し、これらも含めてお答えいただきたい。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 原状回復に向けた現時点でのスケジュールとしては、環境省が特別措置法に基づき、支障の除去等を計画的
かつ着実に推進するための基本方針の策定作業を進めておりまして、基本方針が策定され次第それに即して
実施計画を策定し、県の環境審議会及び地元田子町の意見を聞き、環境大臣に協議をし、承認を得ることにな
ります。その後、財団法人産業廃棄物処理事業振興財団に対して、今年度実施予定の浸出水処理施設の設置
や有害廃棄物の一部撤去等の事業に係る補助申請を行い、補助決定後に事業に着手します。来年度以降は、
浸出水処理施設を平成十六年度に建設し、平成十七年度の初めには試運転を行い、その後、遮水壁の設置工
事に着手をし、平成十八年度の完成を予定しております。廃棄物の撤去については遮水壁の完成後に実施す
ることになりますが、有害性の高い特別管理産業廃棄物に相当する廃棄物のうち撤去作業による周辺への拡
散のおそれのない廃棄物については平成十五年度本年度から十八年度までに撤去し、残りの廃棄物について
は平成十九年度から撤去する予定となっております。今年度中にぜひ手をつけたいと思っております。以上で
ございます。
---
◯小比類巻副議長 山内君。
---
◯山内（正）議員 わかりました。
 それでは三点目の質問に入らせていただきます。新聞報道等では、知事は、できれば工事は年内にも───
取りつけ道路等事前に必要な工事については本格作業前に進めたいというふうなお考えのようでございます。
特に、青森県の場合、冬期間はなかなか工事が難しいということを考えますと、これは妥当な考え方だというふ
うに思うんですが、この工事に要する経費の予算措置はどういうふうになっているのか。というのは、処理量が
決定しないと予算計上はできないというふうにも思いますし、この予算措置に関しまして今後県議会の全員協
議会などを予定しているのか、このこともひとつお伺いしたいと思います。特に、先ほどの前任者の質問で、こ
れから岩手県知事との協議もするということでございますので、その後予算計上前に議会の方に今のような形
でのことを予定しているのか、このこともひとつお答えいただきたい。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 本年度の原状回復工事としては、浸出水の処理施設の建設や廃棄物の一部撤去を計画しておりまして、それ
に要する経費として約十八億六千万円を当初予算に計上しておりますが、事業費の精査等が必要な場合は補
正予算で対応することも検討しております。次年度以降につきましても、原状回復工事に要する予算につきま
しては、各年度ごとに精査の上、各年度の当初予算に計上することとしております。また、必要があれば年度途
中において補正予算を組むことも検討してまいります。したがいまして、原状回復工事に要する経費の予算措
置に関しましては定例の県議会において御審議いただくことになるものと考えておりまして、このことについて
県議会全員協議会などを開催することは今のところ予定してございません。
---
◯小比類巻副議長 山内君。
---
◯山内（正）議員 わかりました。いずれにしても、処理量が決まらないと予算が決定できないということですか



ら、今のようなお答えで進めるしかないのかなと私も思います。
 次に、今までの一連の経過を見ますと、何か岩手県との連携がうまくいっていないなあというふうな気が私は
いたします───うまくいっていないというよりは、十分な連絡がとれていないと。いつも、後手後手という言い
方は失礼かもしれませんが、何か岩手県の方が先行していろんなことを決めてきている。ただ、量の多さやいろ
んなことがあるからと言われればそれまでですけれども、しかし、同じ現場で隣接した現場でありますから、もう
少し十分連携をとってもいいのではないかというふうな気がしてございますけれども、現在までの対応を見ます
と、岩手県の方の考え方は遮水壁なしの実施計画で国の承認を求めるような報道がなされております。そういう
形で岩手県側の承認がおりた場合、本県ではどのように対応していくのか、また、その場合には環境モニタリン
グの強化を図る必要があると思うんですけれども、そのことについてお答えいただきたいと思います。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 両県の実施計画作成に向けて両県と国などによる連絡会議を開催しているところですが、環境省からは、現場
を一体としてとらえ、両県で十分すり合わせをした上で実施計画を作成するよう指示があったところであります。
したがって、国も入った協議の中で両県の汚染拡散防止対策の調整が図られるものと考えております。本県と
しては、万が一にも馬淵川水系に影響を及ぼすことのないよう岩手県に申し入れしてきておりますが、今後ま
たさらに協議をすることとしております。いずれにいたしましても、岩手県側からの本県への影響については、
調査地点を追加して環境モニタリングを強化することを検討しております。以上でございます。
---
◯小比類巻副議長 山内君。
---
◯山内（正）議員 ぜひ岩手県側にも遮水壁がつくられるようにひとつ頑張っていただきたい。熊原川は、御存じ
のとおり、岩手県には飲料水として、あるいは、直接流れていかない、最終的には馬淵川に来ているということ
を考えますと、青森県側だけ遮水壁をつくってもこれではやはり不十分ということになろうと思いますので、ぜひ
ともそこは強く働きかけをしていただきたい。
 次に、先般、きのうおとといあたりまで台風十号による豪雨の被害が出ました。そこでお伺いしたいんですが、
これからまだまだ台風シーズンでございます。台風などによる集中豪雨の場合、廃棄物の流出防止についてど
のように対応するのか、これはもう差し迫った問題だと思いますので、このことについてお答えいただきたい。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 現場内の安全確認につきましては、日ごろから現場内のパトロールや点検を行いまして、台風や集中豪雨等
により廃棄物や汚染土壌の流出のおそれがあるような箇所に対しては、木さくの設置や土のう積みなど事前に
防止するための対策を講じることとしております。なお、庁内の関係課、環境管理事務所及び田子町との緊急
連絡体制を強化しておりまして、住民の安全・安心の確保に万全を期して取り組んでまいりたいと思っておりま
す。
---
◯小比類巻副議長 山内君。
---
◯山内（正）議員 万全を期していただかなきゃならないのは当然ですけれども、一たん馬淵川に入りますと、こ
れはもう知事も御承知だと思いますけれども、知事の地元もそうですが、十一市町村の三十四万人の六割があ
の水を飲料水としているので、一たんそれが基準値を上回ってからでは大変なことになる。ですから、これはく
れぐれも、まあ万全を期すということですから、どんな災害に対しても万全を期していただくその対策をきちっと
していただきたい、このことだけは申し上げておきます。
 そして次の質問でありますが、知事は百石の町長をお務めになりました。百石の町長は八戸圏域水道企業団
議会の議員であります。そしてまた、知事はその後、知事になるつい直前まで衆議院議員をお務めになってと
いう経緯をとってこられておりますが、私は以前から馬淵川水系への汚染拡散の可能性を御存じだったのでは
ないかなというふうに思っておりますが、今申し上げた町長時代、あるいは代議士在任中にこの汚染防止等に
ついて国、県へどのような要請をしてきたのか、このことをお伺いしたいと思います。
---
◯小比類巻副議長 知事。
---
◯三村知事 山内正孝議員にお答えいたします。
 この不法投棄が行われた現場は馬淵川水系の上流部に位置いたしておりますので、現場から汚染が拡散す
れば流域の水質、土壌に及び、ひいては健全な水循環を乱す大きな問題となる事案であり、緊急の汚染拡散
防止対策を含め、原状回復を早急に進める必要があるものと考えておりました。と申しますのは、私自身、奥入
瀬川の場合なんですけれども、一番最下流の町の町長でございましたから、洪水のとき等を含め、常にいろん
なものが上から流れてくることが身にしみておりました。流れてきたものが海岸に漂着してそれを撤去しなけれ
ばいけないとか、発泡スチロールであるとかビニールの関係であるとか、そういう経験があったわけでございま
すが、町長時代においては、もう十数年前でございますから、さすがにこの問題については認識は薄かったと
いうか、なかったわけでございますが、国会議員になりましてこの問題等を伺いました。国の財政支援による不
法投棄問題の早期解決を図るためのこの新しい制度づくりということを、鈴木環境大臣でございますから比較
的存じ上げている大臣でございましたので、個別に何度も働きかけた、お願いしたという経緯はございますし
───この問題については、比較的まめに、あくまでも個別の立場でございますが、鈴木大臣にお願いしたと
いう経緯はございます。
---
◯小比類巻副議長 山内君。
---
◯山内（正）議員 実は去年の八月十三日に、八戸市長を先頭に、先ほど出た八戸の対策連絡会のメンバーで、
環境大臣───当時は大木大臣でしたが、行って陳情してまいりましたが、その一員に水道企業団の議長とい
う立場で私も加わりまして、それから二戸の市長さんも一緒に行っていただいて要請をし、県内からは田名部、
大島両国会議員が同行してくださいました。その後、岩手県選出の国会議員、青森県選出の国会議員のところ



を回りました。それで、当時の三村代議士のところへお伺いしましたら、どこかでお仕事だったんでしょう、今の
三村正太郎町長が留守番ではないんですがおられまして、出かけています、伝えておきますということだった
もんですから、できればああいうときには───先ほどの認識で言うと下流が大変だと。それであれば、何をお
いてもとまでは言いませんが、事前にお願いはしてあるわけですから、できれば同行していただきたかったと
いうふうな気が今しております。知事になってから今一生懸命やっているのは認めます。ただ、国会議員という
のは、やはり発言力も大きいし、いろんな意味での影響力もございます。その立場のときに───先ほど知事
は鈴木大臣に一生懸命要請してきたと。その以前からわかっているわけですから、私はやはり前からやってき
ていただくべきだったのではないかということを思っているところでありますが、その当時は余り認識はなかった
のか、そのことをひとつお答えください。
---
◯小比類巻副議長 知事。
---
◯三村知事 大きな観点の認識がなかったかどうかということになりますと、恐縮です、認識をいたしておりまし
たわけでございますから、その当時環境委員長でありました、本来この席で申し上げるのはなんでございます
が、父であります三村輝文県議に対しまして、おやじ、これは大変だよということで、まあ、正直申し上げます
と、県の出先にも自分自身出向いておりましたし、一応立場上二区という観点もございましたので、その部分に
つきましては、県議会議員であります父に対応をしたという経緯もございます。正直に申し上げます。
---
◯小比類巻副議長 山内正孝君。
---
◯山内（正）議員 それはそれぞれの立場でやっていただいたのかなという気はいたします。ただ、これは本当
に、いつ流れ出すか、いつ汚染されるかという危険の中で、先ほど申しました圏域三十四万人の六割ですから
二十万人を超える───上北郡も三町入っていますからね。そういう中でずっときているもんですから、現場の
電気伝導度が上がってきている、汚染が進んでいる───まだ基準値以下の水質できているのは承知してお
りますけれども、いつ超えるかわからない。そのような中で、私は、まあ済んだことですからこれ以上は申しま
せんが、国会議員としてのアクションがもっとあってもよかったんではないかというふうな気がいたしてございま
す。その分を取り返そうとして今頑張っているのかもわからないというふうな気もいたします。
 次に入らせていただきます。原状回復について報告書を見ますと、廃棄物等は全量撤去を基本としているが、
再利用もするというふうな表現になってございます。これを読みますと、再利用ということは部分撤去というふう
になると思うんですが、このことは、先ほど来いろいろ質疑を聞いていても、何というんですかな、基本という言
葉が微妙にあるために、現実問題、廃棄物は全量撤去なんだけれども再利用しながらやっていくというふうな
形なもんで、どう受けとめればいいのか、もう少しこれをきちっとした形でお答えいただきたい。こんなようなこと
だったら、初めから再利用しますということを───再利用があるわけですから部分撤去をしますと言う方がよ
りわかりやすいのかなというふうな気がしないでもないんですが、このことについてひとつお答えいただきたい
と思います。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 不法投棄現場の原状回復につきましては、馬淵川水系の環境保全を目的とし汚染拡散の防止を最優先するこ
とを基本方針として、不法投棄現場が周辺の土壌環境と同等となるよう原状回復対策を早急に実施したいと考
えております。そのために廃棄物及び汚染土壌は全量撤去を基本としたところです。撤去に当たっては、その
内容を十分に情報公開しながら、再利用できるものについては、今後原状回復対策推進協議会などで十分に
協議しながら、住民の理解を得た上で現地で再利用したいと考えているものであります。以上でございます。
---
◯小比類巻副議長 山内君。
---
◯山内（正）議員 今の御答弁ですとやっぱり再利用が目立つんですよね、どうしても。そうしますと、私が受けと
めるには、部分撤去というふうな受けとめ方をせざるを得ません。その中で、じゃ、再利用をして現地に残すも
のも出てくると。しかし、それは、受けとめ方によっては風評被害のもとになる可能性もある。風評被害というの
は、幾ら我々がこういうふうにしてやりましたよと言っても、いや、あそこは危ないんだと言われればそれが風評
被害です。そういう可能性があると思うんですが、このことについてはどのようにお考えですか。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 全量撤去というふうなことが基本でありますので、廃棄物及び汚染土壌のうち、原状回復
対策推進協議会などにおいて協議をして住民の方々の御理解が得られた場合に限っては現地で再利用したい
と考えているものでございますので、風評被害等は考えられないのではないかなというふうにとらえておりま
す。
---
◯小比類巻副議長 山内君。
---
◯山内（正）議員 行う方ができるだけそれで納得してもらえればというふうに思うのは当然です。ただ、受けと
める方はそう受けとめない方々もいますし、この産地間競争が激しい時代に、そういう風評───それこそ、あ
そこには残っているんだということにならないように、これはひとつその辺も含めて十分配慮しながら進めてい
ただきたい。原状回復ということはもとに戻すということですから、知事の大好きなリセットという言葉だと私は
思うんですよね、もとに戻すんですから。まあ、その周辺と同等な状態ということですけれども、その同等という
のは、もともとの自然のところというのは、そういうのが持ち込まれ、基準以下になった、だから同等なんだとい
うのはそれで果たして同等と言えるのか、私はその辺のこともちょっと疑問に思っている一人であります。いろ
んな化学物質をある程度基準以下にした、ただしそれには自然界にないものが入っている、それを同等と言え
るのかどうか、そんな気もいたしていますので、その辺のことも含めてひとつ───これは答えろと言う方が難
しいと思いますので、ここはいいです。ただ、風評被害対策だけはひとつきちっとしていただきたい。
 次の質問に入ります。廃棄物を撤去した後の現地の利用計画はどのようになっているのか、田子町の要望は
あるのかどうか、また、県ではどのように考えているのかお答えいただきたい。



---
◯小比類巻副議長 前田環境生活部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 廃棄物などを撤去した後の跡地利用につきましては、原状回復対策推進協議会で協議をすることとしておりま
して、また、現場を一体としてとらえ、両県の協議会を合同で開催して協議すべきものとも考えております。さら
には、地元の意向は十分に聞きながら検討していくべきことと考えております。
---
◯小比類巻副議長 山内正孝君。
---
◯山内（正）議員 わかりました。
 次にもう一つは、遮水壁をつくってこれから作業に入るわけですけれども、その撤去完了後の遮水壁はどのよ
うにするのか、これの取り扱いについてお答えいただきたいと思います。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 廃棄物の撤去完了後も、浸出水処理施設に集められた浸出水が排水基準等以下になるまで水処理を継続し
ていく必要があります。汚染拡散のおそれがなくなった後は、環境再生を図る上で景観等に十分配慮するととも
に、環境再生方策との整合を図る必要があることから、そのことに関しましては田子町と十分協議を行っていく
こととなります。
---
◯小比類巻副議長 山内君。
---
◯山内（正）議員 今、撤去の話を申し上げました。今のこの計画の中に、例えば撤去をするとかしないとか、こ
れらについての予算は全然組み込んでいない、現時点では入っていないわけですね。考えていないということ
でよろしいでしょうか。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 水処理施設の遮水壁等につきましては入ってございません。───申しわけありませ
ん。水処理施設を撤去する際の費用は入ってございません。
---
◯小比類巻副議長 山内君。
---
◯山内（正）議員 きょうの午前中に、最大四百四十億あるいはいろいろな金額が出てまいりました。そうします
と、もしかするとそのほかにこれからこういうことにもかかる可能性はあるというふうに受けとめていいわけです
ね。わかりました。
 あと、この遮水壁ですけれども、これは何年ぐらいもつものなんでしょうか。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 ソイルセメントやコンクリートを使用することから三十年以上の耐用年数というふうにとら
えております。以上でございます。
---
◯小比類巻副議長 山内君。
---
◯山内（正）議員 わかりました。
 あと一つは、先ほど午前中も出ましたけれども、いわゆる措置命令を排出事業者六社に出して四社が八月七
日に作業を行ったと。該当するのは一万六百社程度あると。まあ全部がやるかどうかはわかりませんけれど
も、これから可能な限り進めていくことになろうかと思うんです。テレビに映っていたのを見ますと、排出業者が
そこから掘り起こして持っていっている。そうすると今度、県の実際の撤去作業が始まった場合、この作業とど
のように整合性をとりながら行っていくのか、このことをお答えいただきたいと思います。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 県では今年度から本格的に代執行として原状回復事業に着手することとしております。一方、排出事業者の責
任追及につきましても、廃棄物処理法違反が認められた排出事業者に対して順次措置命令を行うこととしてい
ることから、不法投棄現場において原状回復事業と措置命令に係る排出事業者の廃棄物の撤去作業が同時並
行的に行われることが想定されます。したがって、今後は、排出事業者の撤去作業により原状回復事業に支障
が生じ、または生ずるおそれがないよう十分に調整を図ってまいりたいと思っております。
---
◯小比類巻副議長 山内君。
---
◯山内（正）議員 現実問題として調整を図るというのはわかるんですが、例えば現場でそのまま運び出すとす
れば、これは相当ないろんな危険性もはらんでくるというふうに受けとめられるんですよ。例えば金額でいろん
な調整をするとかというのならわかります。現場でそういう作業となると、これは現実問題として果たして可能な
のかなという気がするんですが、もう一度そのことについてお答えいただきたいと思います。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 排出事業者の作業に関しましては、そこと協議をいたしまして───日程とか場所とかを
協議して行うわけでございますので、現時点で行われる原状回復事業とは絡まないような形で調整を図りなが



ら進めてまいりたいと思っております。
---
◯小比類巻副議長 山内君。
---
◯山内（正）議員 そんなに簡単に調整がつくもんでしょうか、そういう排出するのが。排出するに当たっては、汚
染拡散を防止しながらやるとか、それから県の作業の邪魔にならないような形にするとかいろんなケースが考
えられると思うんですが、それを思うとどうも……。それから、県で作業が始まった場合に一日どれだけの量を
運び出すとかという話がございましたけれども、それらとの整合性を考えるとそんなに簡単にいくものかなあと
いう気が私はいたします。でも、そちらの担当の方で可能だというのであればそれでやっていただくしかないん
で、ただ、いずれにしても、支障なり問題が起きないようにしてやっていただかなければならないということで、
そのことについてはひとつ十分配慮して行っていただきたいというふうにお願いしたいと思います。
 最後に、検討していただく要望として申し上げたいと思います。原状回復推進協議会の設置要綱をいただいて
見せていただいておるんですが、委員の名簿の中に八戸工業大学の方が入っていない。というのは、なぜこん
なことを申し上げますかというと、ことしから文部科学省の補助を受けて県境不法投棄廃棄物の処理技術の研
究開発プロジェクトを工業大学が立ち上げております。そういう意味から、県が設置したこの推進協議会のメン
バーに加えていただくことを御検討していただきたいというふうに私は思うんですが、これは要望の方がいいの
か、お答えいただけるんであれば───これは任期は二年だそうですから、設置して今はもう無理なのであれ
ばその次からでもということなんですが、考え方をひとつお答えいただければと思います。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 議員のお話の件は、委員のメンバーとしてというよりも、いろんな形で───オブザー
バーというふうな形もありますし、どういうふうな形で入っていただくのがよろしいかというふうなことをこの後検
討してまいりたいと思っております。
---
◯小比類巻副議長 山内君。
---
◯山内（正）議員 現地浄化する技術、あるいは、施設として、あおもりエコタウンプランの中心的な処理施設で
八戸に立地している大平洋金属の溶融施設ですか、これは何か面倒な名前なんですけれども、パラ・エコ・リサ
イクリングシステムというのがあるそうですけれども、これらの技術を活用することができないのかどうか。これ
は現地に建設して処理を行うものらしいんですけれども、これは、午前中の答弁の中では、現地処理というか、
要するに県内処理、県内の施設で大体賄うというふうなお話でしたけれども、現実問題として現在のそういう県
内の施設で本当に可能なのかどうか。そうでなければほかの県にも頼むというふうな話ですけれども、現状で
試算した場合、処理能力は県内の施設で可能なのかどうか、このことをひとつお答えいただけませんでしょう
か。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 御指摘の件は、特管（特別管理産業廃棄物）と普通の産廃とを分けた形で調整してみま
すと、今のところ県内で可能だととらえておりますが、もし可能でない場合はまたその後検討してまいりたいと
思っております。
---
◯小比類巻副議長 山内正孝君。
---
◯山内（正）議員 私の質問はこれで終わらせていただきたいと思いますけれども、現時点でわからないことが
多過ぎる。例えば、どれだけの量が実際本当にあるのか、マックス六十七万ですかという話は出ていますけれ
ども、岩手の場合も現実に掘ってみたら大分ふえたと、そういうこともあり得ると思います。そういう中での作業
ですから、いろいろ変更もあろうと思います。ただ、排出違反業者はこれから厳しく追及していくというふうなお
話でございました。追及する以上、行政責任についても、県民が、あるいは環境省がそれできちっと納得できる
ようなことをひとつ肝に銘じてしていただきたい、このことを申し上げて次に譲らせていただきます。ありがとう
ございました。
---
◯小比類巻副議長 松尾和彦君の発言を許可いたします。───松尾君。
---
◯松尾議員 新政会の松尾でございます。選挙は弱いんですが非常に上がりやすいたちですので、ひとつどう
ぞよろしくお願いを申し上げます。
 三村知事の今の県境産業廃棄物の新プランは全量撤去を基本にするということで新聞等にも出ております。こ
れを見ておりまして、私の町の三戸町───田子町の隣の町でございますが、私たちの地域では、これは一体
どういうことなのか、どういう考えで今まで部分撤去の方に進んでいったような旨があるのが全量撤去になった
のか、これが非常に心配でございます。そこで、原状回復の方法の説明に用いた廃棄物の搬出量及び交通量
の積算根拠を伺いたいということで考えておりましたが、先ほど越前議員さん、そして山内議員さんの質問の中
にそのことがありましたので、それは割愛させていただき、主として確認だけをいたしたいと思います。年間二
百十五日の稼働日数で搬出量が一日四百四十六立方メートル、そして車の台数は九十台ということでおおむね
よろしいのかどうかお伺いをしたいと思います。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 そのとおりでございます。
---
◯小比類巻副議長 松尾君。
---
◯松尾議員 これは、前まで三パターンのプランがありましたが、要は、その中の、進めるのが一番困難であると
言われていた全量撤去のパターンとほとんど同じでございます。これは、いわゆる搬出量、そして経済的な面、
そして周辺に与える環境等の問題もあって非常に難しいという話を聞いておりましたが、これが実際どういうこ



とにメリットがあって全量撤去の方に方針を変えられたのか、知事さんのお考えを聞きたいと思います。
---
◯小比類巻副議長 知事。
---
◯三村知事 地域住民の皆様方、そしてまた先般の県議会での議員先生方の県民の代表としてのお話───
水系全体としての安全・安心というものをきちんと確立するということでございます。先ほど来、一言補っておき
たいと思っているんですが、基本的に、本当に全量撤去すべきであるという方針でございます。ただ、現実に進
んでいく中において、御存じのとおり最初はバーク堆肥等で始まっていた事案でございますから、表土等々に
使っていいんじゃないかとかもし地元の方からの御意向とかが出たときのことも考えまして、可能な部分につい
てという含みを持たせての発言をさせていただいておりましたが、基本的に、八戸の市長さんを初めとしての協
議会もそうでございますが、これまでいただいた全体の意見としての御意向を承り、県民、県民の代表である議
員先生の皆様方の御意向もあり、県民としての多くの総意はこの部分にあるという形において今回御提案をさ
せていただきました。
---
◯小比類巻副議長 松尾君。
---
◯松尾議員 再利用ということで、今バーク堆肥という話がちょっと出ましたけれども、なぜそのバーク堆肥がそ
こに野積みになってしまったのかというと、最初に申請を出して、その後、利用する場合に、環境基準の数値の
ところで実は有機性のものですとかそういうものが検出されて結局使えなかった、そういうことがございます。で
すので、再利用と申しましても、これがうまく進むものかどうか非常に関心を持っているところでございます。
 続きまして、新聞等では、岩手県の産業廃棄物を処理するに当たって岩手県内だけでは処理が難しいのでは
ないか、それで本県に対してもそれを要望するかもしれないというようなことがございましたが、先ほどから処
理量のことでこれぐらい県内で処理できるんだということが一言も示されておりませんが、そのことについてお
伺いをしたいと思います。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 岩手県からは青森県内で処理することについての説明は今までございません。また、本県が特別措置法が適
用される期間内で処理を完了するためには、現在の本県の既存処理業者の受け入れ能力では岩手県分の廃
棄物を処理する余裕はないと考えております。
---
◯小比類巻副議長 松尾君。
---
◯松尾議員 そこで改めてお聞きしたいのですが、県内で特管のものを処理する施設というのはどことどこにあ
るのでしょうか、そして、それの処理量というのはどれぐらいになるんでしょうか。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 県内では現在八戸市と青森市にございますが、業者名は差し控えさせていただきたいと思います。トン量も差
し控えさせていただきたいと思います。───失礼いたしました。特管相当の廃棄物の処理能力は、一日当た
り合わせて約四、百、トン（後刻約五、百、五、十、トンに訂正）ということでございます。
---
◯小比類巻副議長 松尾君。
---
◯松尾議員 ただいま、一日に四百トンということでございました。先ほどからの質問の中で、今のところ一日に
搬出していく量は、四百六十六トンですか四百六十二トンですかの量をこれから搬出していかなければいけま
せんが、そうなると、青森県だけでできない、そして岩手県だけでもできないということで、秋田も含めて三県で
の協議というのもこれから必要になってくるのではないかと思いますが、そのことは、時間がありませんので後
でやっていただきたいと思います。
 それとまた、そういうことになってきますと、青森市の場合ですと現地から大体百三十キロとか百四十キロとい
う長い行程になります。八戸の場合でも約七十キロ相当になると思います。これだけの長い距離を運搬して、
交通の問題ですとか道路の維持の問題ですとか、また、周辺道路の付近にはたくさんの住民が住んでおります
し、そのすぐそばにまた田畑もありますので、それに対する影響というのも非常に大きくなると思います。そうい
うことを考え合わせてみましても、できるだけ地元の意向をくんでいただいて、地域住民や県民の信頼につなげ
ていくために、これから計画を策定する中でしっかりと具体的数字を出していただきたいと思います。そしてま
た、これが方針だけで具体的数字が実際示されないで進んでしまうようなことになれば、県議会の行政に対す
るチェック機能というものが非常に疑問視されることになるのではないか、そういうふうに危惧しているところで
ございます。
 最後になりますが、三村知事には、県議会の意見、そして地元の提案等に十分配慮していただいて事業に当
たっていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
 以上で質問を終わります。
---
◯小比類巻副議長 伊吹信一君の発言を許可いたします。
---
◯伊吹議員 公明・健政会の伊吹信一でございます。重複するところは割愛しながら質問させていただきたいと
思いますので、よろしくお願いします。
 まず、全量撤去の概念についていま一度確認をしたいと思います。これまで再三再四、議員の間でも、全量な
のか部分なのかということで意見の受けとめ方が若干違うようですので、確認の意味で改めてお伺いしたいと
思います。知事が提案されているこの文案のとおり、私はそのまま読むべきだと考えております。そういう面
で、廃棄物及び汚染土壌は全量撤去を基本ということでございますので、そのままで、全量撤去を基本という考
え方でよろいしですね、どうでしょうか。
---



◯小比類巻副議長 知事。
---
◯三村知事 基本はそのとおりでございます。
---
◯小比類巻副議長 伊吹君。
---
◯伊吹議員 今明らかな御答弁がございましたので、この御答弁を基本としながらこれから質問をさせていただ
きたいと思います。
 再利用できるものについては現地で再利用することも表明されております。それでは、再利用できるものとで
きないものをどのように分別していくのか、仕分けをしていくのか、この作業の基準及び作業工程といったような
ものはどのようになるのか、また、その作業を行うための施設というものが現地に建設されるのかどうなのか、
その施設は特措法の対象となり得るのかどうなのか、この点についてまずお伺いしたいと思います。
---
◯小比類巻副議長 前田環境生活部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 再利用できるものとそうでないものをどのように分別するのかということですが、このことについては住民の理
解を得てのことですが、例えば、人の健康保護・生活環境保全上の目標値である土壌環境基準を満たす汚泥
は、一般的には、埋め戻しや盛り土材、土壌改良材や有機質肥料としてリサイクルされているものです。そのよ
うな汚泥や土壌環境基準を満たす堆肥様物など、最終的に土壌に還元される性質のものが協議の対象と想定
されます。
 二つ目ですが、再利用するものの分別作業を行うための施設ということでございましたけれども、施設の建設
につきましては、再利用をするものの種類、形状など、またその作業内容など状況に応じて判断することになる
と考えております。
 三つ目は、特別措置法の対象となるのかということでございましたが、今後施設設置等の必要が生じた時点
で、分別のためのその施設というのは環境省と協議をしてまいりたいと思っています。
---
◯小比類巻副議長 伊吹君。
---
◯伊吹議員 この作業の進め方、いわゆる技術的な内容によっても大分これは変わるんだろうと思いますが、ま
あ量はもちろん若干違うわけですが、青森、岩手県境と同レベルの内容をもって今作業を進めている豊島の事
例を見てまいりました。あの事例と比較して考えてみても、この県境の膨大な投棄現場を考えますと、一度にあ
れに手をつけるというわけにはなかなかいかないかと思います。そうしたときに、その地域をある程度ブロック
に分けて、手をつけられるところから順次手をつけていくというようなこともあろうかと思うんですけれども、この
点についてはそうした考え方はお持ちでしょうか。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えいたします。
 撤去作業はブロックに分けて行うのかということでございますが、平成十五年度から十八年度で撤去する廃棄
物は、周辺に汚染を拡散するおそれのない場所にあるものをまず撤去いたします。平成十九年度以降の本格
的な撤去作業ですが、現在検討しているのは、現地を一ヘクタールのブロックに分けて、ブロックごとに順次撤
去を行っていくというものであります。
---
◯小比類巻副議長 伊吹君。
---
◯伊吹議員 大変ありがとうございます。わかりやすい御答弁で大変すばらしいと思います。
 それでは、ブロックごとに順次作業を進めていくということでございますし、再利用できるものはどれなのか、再
利用できるのかできないのかということを、地元の住民の方々との話し合い、御理解をいただいた上で作業を進
めていくというのが知事のお考えのようです。それでは、これから作業を進めていくに当たってさまざまな課題
があるかと思います。地元の方々との意見調整も必要だと思います。そうした調整窓口というか、方針を決定づ
ける大事な場面というのは原状回復対策推進協議会であるというふうに認識してよろしいですかどうですか。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 そのとおりでございます。
---
◯小比類巻副議長 伊吹君。
---
◯伊吹議員 これまでの経緯を見ておりますと、地元住民の方々と県との意思疎通というのが、残念ながらちょ
とそのまま通っていなかった部分もあろうかと思います。そういう面では、今御答弁があった対策推進協議会を
窓口として、そこできちっとやっていくというのであれば、それを軸としながら、どうかぶれないで、自信を持って
推進をしていただきたいと思います。
 続いて、経費及び県の経費負担について若干お伺いしたいと思います。今回、特定産業廃棄物に起因する支
障の除去等に関する特別措置法、いわゆる特措法が成立いたしましたが、経費として認めるものは具体的にど
のようなものになるのか、また、今、地元の田子町住民から一部要望が出てきております地元への処理施設の
建設費用というものはその特措法の適用範囲になるのかどうなのか、この点をお伺いしたいと思います。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 前段のお答えをいたします。
 前段の、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法が経費として認めるものというのは、
廃棄物処理法の平成九年改正法施行前に不適正処理された産業廃棄物でありまして、生活環境保全上の支障
の除去または発生の防止のために県みずからが実施する事業で、かつ実施計画に基づいて行われるものが対



象となるものであります。したがって、具体的な対象は実施計画についての国との協議の過程で明らかになっ
てくるものと考えておりますが、これまでの環境省の説明では、土壌環境基準を超える廃棄物及び土壌、並び
に医療系廃棄物の撤去、汚染拡散防止壁、水処理施設、それから表面遮水工等については対象となるというこ
とでございます。また、現地に求めている処理施設のことに関しましては、国からは特別措置法の対象にはな
らないとの回答を得ております。以上でございます。
---
◯小比類巻副議長 伊吹信一君。
---
◯伊吹議員 午前中からの質疑の中で、県として特措法申請に当たって四百四十億相当の数字を示されており
ますけれども、そうしますとこの四百四十億相当にはこの処理施設の建設費は含まないということかと思いま
す。これまでの地元の御意見を尊重するという県の立場もございますので、今までずうっと午前中から出てきて
いる問題点も整理しながら、これは私は一般質問でも申し述べたことですが、課題は何なのか、地元で要望して
いることに対しては現実的にこういうことがネックになるんだ、これができてこれができないんだということをい
ま一度早急に整理をした上で、この対策推進協議会の場で明らかにして、地元とのすり合わせをしなければ特
措法の申請手続自体がおくれをとることになると思いますけれども、この点はいかがでございましょうか。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 ただいま議員から御指摘がありました施設についての課題等につきましては、早急に整
理をしながら田子町とのすり合わせをしてまいりたいと思いますし、また、そのほかのことにつきましても、窓口
を一本にしながら、できるだけ早い形で今年度中に工事に入れるように進めてまいりたいと思っております。
---
◯小比類巻副議長 伊吹君。
---
◯伊吹議員 再三再四申し上げますけれども、地元が何を望んでいるのか、それはやっぱり適正な情報の提供
だと思います。県と国と地元とが同じ情報のもとで、先ほど来お話が出ている岩手県も含めながら、一つの同じ
現場なんだという考え方のもとに、情報を適正に協議しながら、これはできる、できないという同じ土壌で、同じ
場で話し合っていく、こうしたことが求められていると思いますので、ぜひこれについては、一般質問でも要望さ
せていただきましたけれども、再度、早急に、この課題というものを推進協議会で明らかにして、地元の方にも
御理解をいただく努力というのはぜひとも必要だと思いますので、この点よろしくお願いしたいと思います。
 それでは次に原状回復方法について触れたいと思います。今、四百四十億という巨額のお金が必要とされる
事案でございます。不法投棄現場の原状回復のためにこれだけの経費が注ぎ込まれるわけです。大事な点で
すので、いま一度これは確認をしておきたいんですけれども、これから処理、原状回復される県境の土地の所
有権は個人なのか県なのか、その辺いかがでございますか。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 本県側の不法投棄の現場は個人でございますが、現在のところ所有者より本県に寄附したいとの意向が示さ
れておりますので、現在協議を進めているというところでございます。
---
◯小比類巻副議長 伊吹君。
---
◯伊吹議員 これは非常に大事な問題だと思います。これだけの巨額のお金がつぎ込まれるわけです。これだ
けのお金がつぎ込まれるわけですから、だれしも、当然これは県の所有権になっているだろう、その上で進むだ
ろうというふうに考えるのが一般的だと思いますが、今の御答弁ですと、これは県に譲渡される───移転なの
か、譲渡でよろしいんですか、どうですか。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 そのとおりでございます。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 大変失礼いたしました。現在の所有者より本県に寄附したいとの意向が示されておりま
す。申しわけございません。
---
◯小比類巻副議長 伊吹君。
---
◯伊吹議員 そうしますと、寄附ということは、県として所有権の移転───移譲と言ったらいいんでしょうか、
に当たって、県から多額の出費が発生するということは特にございませんね、どうですか。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 土地の寄附を受けた場合、所有権移転手続に際し県の出費は発生するのかということで
ございましたけれども、土地の寄附を受けた場合は、当然に無償譲渡でありまして、土地の買収費は要しない
ものであります。
---
◯小比類巻副議長 伊吹君。
---
◯伊吹議員 それでは次に移りたいと思います。
 原状回復の実施に伴い水系保全・民生安定対策等の総合的な検討を行うということを表明しておりますけれど
も、ある意味でいけば、これは負の遺産、マイナスのイメージを伴って、今、負の遺産として抱え込んでいるさま
ざまな事例でございますけれども、この原状回復策を模索する中で、県として各部局横断型の検討を重ねてい



くということでございますので、できれば新たな事業創出というものもあわせて検討すべきではないのか。例え
ば、地理的な特性も勘案しながら、いろんな事業───特に馬淵川の水系保全ということを盛んに言われてい
ますので、そういうことも含めたダム事業といいますか、特措法とは別に新たに国に働きかけて、県に対してお
金を持ってこられるものがないのかどうなのか、こうしたことも含めて検討すべきではないかと思いますけれど
も、この点について県のお考えをお聞かせください。
---
◯小比類巻副議長 中島政策審議監。
---
◯中島政策審議監 先ほど知事の方からお答えいたしましたが、今回推進本部というふうなものを検討してござ
いまして、関係部局が一体となった取り組みをするということが極めて必要だと思ってございます。このため、原
状回復の実施等に伴い必要となる水系保全対策、遮水壁の設置工事や、廃棄物等の搬出作業に伴って発生す
る工事用車両にかかわる交通安全対策などの必要な対策に庁内関係部局がそれぞれの役割のもとで連携して
取り組んでいくということでございます。今お話しの個別の事業につきましては、今後そういう具体的な対策を
進めていく上で必要に応じて検討されていくものと考えております。
---
◯小比類巻副議長 伊吹君。
---
◯伊吹議員 負からプラスのものをぜひ生み出す方向で、地元田子町のためにも何か新しいものを将来にわ
たってぜひ検討していただきたいと考えます。
 次に、不法投棄現場が周辺の環境基準と同等となるよう原状回復対策を早急に実施するとしておりますけれ
ども、この汚染土壌の調査方法というものはどのように考えているのか。例えば、上にあるバーク堆等を撤去す
る中で、下の方に土壌というものが当然出てくるわけですけれども、そうしたものの土壌調査というものはどの
ように考えているのか。また、調査に当たって適用されるここで言う環境基準というのは、土壌環境基準、いわ
ゆる環境基本法及びダイオキシン類対策特別措置法の規定による基準のことを指すということでよろしいのか
どうなのか、その点の確認もあわせてお願いしたいと思います。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 前段の汚染土壌の調査方法についてでございますが、原状回復後の現場の土壌と現場
周辺の土壌が同等となっているかを調査するためには、それぞれの土壌を分析調査することにより比較評価で
きるものというふうに考えております。
 それから後段の方は土壌環境基準のことでございますが、不法投棄現場が周辺の土壌環境と同等になるよう
原状回復対策を講じることとしていることから、原状回復の目標は土壌環境基準で評価することとなります。
---
◯小比類巻副議長 伊吹君。
---
◯伊吹議員 土のことを今聞きました。それでは次に水のことをお伺いします。基本方針に盛り込まれておりま
す、馬淵川水系の環境保全を目的とした汚染拡散防止を最優先するための対策というのは具体的にどういうこ
とが考えられますでしょうか、よろしくお願いします。
---
◯小比類巻副議長 知事。
---
◯三村知事 けさほど来何度も話をしているんですが、不法投棄が行われました現場は馬淵川水系の上流部に
位置しております。万が一現場から汚染が拡散すれば、流域の水質、土壌に及び、ひいては健全な水循環を乱
す大きな問題となる事案であるということを申しているわけでございます。したがって、原状回復対策工事の実
施に当たっては、水処理施設の整備や遮水壁の設置によりまして万全な汚染拡散防止対策を講じた上で撤去
等の作業を進めるというふうにけさほど来申し上げておるわけでございます。具体的な汚染拡散防止対策の進
め方といたしましては、平成十五年度から十六年度に水処理施設を建設し、平成十七年度の初めにはその試
運転を行って、その後平成十八年度末までに遮水壁を完成させる予定としております。また、水処理施設が稼
働するまでの間が問題になるわけですが、仮設の浄化プラントを設置いたしまして、懸濁物質の除去を行い、
現場からの汚染水の浄化を図ることといたしております。
---
◯小比類巻副議長 伊吹君。
---
◯伊吹議員 やはりどうしても時間のかかる話かと思いますけれども、今、簡易水処理施設というお話もありま
したが、早急に御検討、また対策を講じられるようお願いしたいと思います。
 こうした水、土のこともお伺いしました。これは相矛盾する話かもしれませんけれども、馬淵川の水系保全とい
うことに対して住民の方々もこれだけ心配され、今、注目されております。そうした意味では、環境モニタリング
をこれまで以上に強化すべきであるというふうに考えます。特に、地域住民の水道水源であります、また、農林
水産業に利用されている馬淵川水系の環境保全のため、熊原川やその支流の杉倉川なども含めた汚染が懸念
される箇所での水質調査を行い、水質モニタリングを徹底、強化すべきであると考えますけれども、この点いま
一度確認をしたいと思います。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 県では現在、現場周辺の沢水、湧水等を五カ所、現場内で六カ所、計十一カ所において水質モニタリングを実
施しておりますが、原状回復を進めるに当たっての工事に伴う環境への影響を把握するために、今後水質モニ
タリング地点をふやして監視を強化することを検討しております。また、新たに大気環境についても、場内及び
周辺の二地点で生活環境への影響を監視することも検討しております。県としては、今後も、周辺環境への汚
染拡散の監視のために定期的に調査を実施し、その結果をその都度公表することにしておりまして、地域の
方々の安心感を確保していきたいと考えております。以上でございます。
---
◯小比類巻副議長 伊吹君。



---
◯伊吹議員 水、土を確認させていただきました。私も公明党もこれまで何度となく、国会議員団を含めて現場
視察に足を運ばせていただきました。現場を見ますと、まだまだ異臭が立ち込めているそういう現場もございま
す。そういう意味で申しますと、大気のモニタリングというものも必要なのではないかと。現場を見ますと、調査
するのにボーリングした場所、地点だと思いますけれども、そこから異臭が立ち込める、それを抑えるためにふ
たをしているという現場も見てまいりました。そういう面でも、できれば大気モニタリングということも検討すべき
ではないかと思いますけれども、この点はいかがでしょうか。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お話をいただきました大気につきましても、これまではやっておりませんので、新たに大
気環境につきましても、場内や周辺の地点で生活環境への影響を監視するというふうなことを検討してまいりま
す。
---
◯小比類巻副議長 伊吹君。
---
◯伊吹議員 地域周辺住民の健康はもとより、これからその現場で作業されるであろう作業員の方々の健康面
のことを考えてもぜひともこの大気モニタリングは実施していただきたいというふうに考えます。
 あわせて、次に、不法投棄現場からの撤去後の処分方法と処分先についてお伺いしたいと思います。先ほど
来、県内処理施設での処理を基本とするという考えが示されておりますけれども、地元住民が意見書の中で求
めております現地またはその周辺への処理施設を建設するのかどうなのか、既存の施設での処分だけで対応
するのかどうなのか、この辺のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 原状回復につきまして、県では従前より廃棄物の処理について自区内処理を原則として
対応しております。したがいまして、不法投棄現場の原状回復に当たってもまず県内の施設で処理するという
ふうなことを基本として考えております。去る八月五日に田子町から住民の総意として意見書が提出されまし
た。県としては、このことに関しましては、まず、特措法の期限である十年間という限られた期間内で有効な対
策となるのかどうか、二つ目は、建設場所は確保できるのか、またその周辺住民の合意は得られるのか、三つ
目は、現地処理施設の稼働が農畜産物への風評被害の原因とはならないかどうか、四つ目は、施設の規模や
性能はどのように設定するのか、またその費用はどうなるのか、五つ目は、建設及び運営に係る事業主体をど
うするのか、などを課題として考えておりまして、これもできるだけ早い時期にその検討結果を田子町に示して
まいりたいと考えております。
---
◯小比類巻副議長 伊吹信一君。
---
◯伊吹議員 この問題というのは、先ほどお話が出ておりましたいわゆる撤去後の土地の利活用という問題とも
関係が出てくるかとも思います。私は先般公明党県議団として、岩手、また香川の調査チームと一緒に、豊島の
施設───今月竣工、試運転をしております直島に建設されました環境センター中間処理施設を見てまいりま
したけれども、莫大な、本当に大規模なプラントです。一日当たり百トン処理する能力の回転式表面溶融炉とい
うのが二基、それと一日二十四トン処理するロータリーキルン炉というものを一基、これが、建築面積二千五百
十坪、延べ床面積五千五十坪に六階建てで建設されている。しかも、これを建てるときに、まず先に溶融炉を設
置して、その後に建屋を建てるという大きな事業でございます。あの田子町の現場を見たときに、本当にこうい
うものをここに建てることができるんだろうかということで、正直なところ私も非常に思い悩んだところでございま
す。ただ、地元の住民としては、その後の雇用の問題とかさまざまな点を考慮されて意見書として中間処理施設
の要望を出してこられているんだろうと思いますので、そういう面で、先ほど来ずうっとお聞きしておりますけれ
ども、いわゆる特措法の対象となるのかならないのか、ならいんであればどこから金を持ってくるのかというこ
とも、先ほど申し上げたとおり、県は今こういう課題を抱えているんだ、こういう現状なんだということを精査し
て、こうしたことが本当に現実的なのかどうなのかということも含めて地元の方に県の意向を一日も早くわかり
やすく一つ一つきちっと伝える必要性があるかと思うんです。いつまでもこれを先延ばしにしますとそれだけ当
然特措法の申請手続そのものがおくれるわけですので、この辺については県としてどのようにお考えになって
おりますでしょうか。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お話しいただきました件につきましては、できるだけ早い時期に田子町とそのことについ
ての話し合いに出かけたいと思っておりました。
---
◯小比類巻副議長 伊吹君。
---
◯伊吹議員 済みません。もうちょっとわかりやすくお話ししていただきたいんですが、先ほど新政会の議員の
方が九月議会というお話にちょっと触れておりましたけれども、その辺が一つの目安になるんでしょうか。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 施設の建設にかかわる件に関しましては、できるだけ早く準備をして、できれば今月中に
でもというふうに考えてございます。
---
◯小比類巻副議長 伊吹君。
---
◯伊吹議員 速やかな申請手続を進めるに当たっても、今御答弁いただいたような方向で、住民の方々の御理
解を得るためには、これは一度で済めばそれはいいんでしょうけれども、二度三度といった話し合いが必要に
なる場面もやはり想定されるわけですので、そういう面では、何度も申し上げますが、これは先般の七月の定例



議会でも申し上げたことですけれども、課題を明確にしてぜひとも速やかに進めていただきたいと考えます。
 次に、処理作業、また撤去作業、さまざまな作業がこれから想定されるわけですが、その作業を当然業者さん
に委託するかと思いますけれども、委託業者の選定条件と選定手続というのはどのようにお考えになっている
のか県のお考えをお聞かせください。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 廃棄物の処理委託業者としては、平成十五年度から平成十八年度までは、特別管理産業廃棄物相当の廃棄
物を搬出する計画であることから特別管理産業廃棄物の処分業の許可を有することがまず条件となります。平
成十九年度以降の廃棄物の委託処理業者につきましては、今後の廃棄物調査の結果等を踏まえて検討してい
くことになります。また選定の手続としては、その業者の処理能力、施設の稼働状況等を総合的に勘案し、入札
制度を活用することになると思います。
---
◯小比類巻副議長 伊吹君。
---
◯伊吹議員 国、県合わせて四百四十億何がしかの膨大なお金がかかわるこの事案でございます。業者選定手
続というものは当然公正かつ公平であるべきだと思いますが、ただ、今お話ありました特管のものについては
どうしてもやはり技術的な問題もあろうかと思います。いずれにしても、公共工事にかかわる行政の透明性とい
うのが今非常に問題になっている時節柄でございますので、この業者選定手続に当たっては、県民から見て納
得の得られるような、要は不透明性のないようなそうした手続をぜひともおとりいただきたいと思います。
 最後にお伺いしますが、既に四社ほどの排出事業者による撤去作業が始まっておりますけれども、見ており
ますと、ビニール袋に詰めてトラックに積み込んで搬出しておるようですけれども、この撤去作業後の処分方法
及び処分先はどうなっているのか、また、撤去された廃棄物がその後適正に処理される最後のところまでマニ
フェスト等により確認をしているのかどうなのか、この辺の確認方法というものをお示しいただきたいと思いま
す。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 撤去されたごみ固形物は、青森市の処理業者に委託され、焼却・溶融処分されました。また、燃え殻は岩手県
の処理業者に委託され、焼却処分されました。撤去された廃棄物が適正に処理されたことについては、ごみ固
形物にあっては焼却炉に投入されたことを本県担当職員が確認をしてございます。また、排出事業者に対して
は、完了報告書にマニフェストの写し等を添付させることとしており、これらにより適正に処理されたことを最終
的に確認することになっております。以上でございます。
---
◯小比類巻副議長 伊吹君。
---
◯伊吹議員 どうか県行政に対する信頼を回復するためにも、この辺の処理については適正に遺漏なくぜひ進
めていただくようにお願いしたいと思います。また、これからさまざまな作業、また申請手続を進めるに当たっ
て、先ほど来申し上げましたが、現地視察をした際にも立ち会っていただいた環境省の担当の方々からも現地
は一つであるというそうした認識を私も直接お伺いし、ぜひとも青森、岩手両県同じ思いで、同じ申請手続を踏
んでいただきたいというような趣旨の要望もお聞きしております。そういう面では、知事初め皆様にはいろんな
御努力が大変必要になるかと思います。岩手が先だとかと言っても、実際岩手だって、原状回復をします、全量
撤去しますということだけ表明はしていても中身が伴っていないというのが現状であったり、いろいろやっぱり
問題はございます、調べてみますと。そういう面でも、同じくやっぱり言うべきことは言う、そして、県民から見
て、青森は頑張っているなと理解をして、本当に頑張れ、三村県政はやっているなとそう言っていただけるよう
な対策を自信を持って進めていただきたいと思いますし、そのためにも一日も早く県としての処理方針を明らか
にすべきであると思いますけれども、最後に知事の御見解をお伺いして終わりたいと思います。
---
◯小比類巻副議長 知事。
---
◯三村知事 伊吹議員おっしゃるとおりでございます。そういうわけで、盆前で議員各位には大変お忙しいとこ
ろでございましたが、こうして全員協議会もお願いしたわけでございますし、職員もそれぞれ土曜・日曜返上の
状況が続いておりますが、ともに頑張っておるわけでございます。今後ともよろしく御指導ください。
---
◯小比類巻副議長 伊吹君。
---
◯伊吹議員 御答弁大変どうもありがとうございました。公明・健政会もこれからまた県と一緒になってこの処理
策推進に当たって頑張ってまいりたいと思います。本日は大変ありがとうございました。以上で終わります。
---
◯小比類巻副議長 渡辺英彦君の発言を許可いたします。
---
◯渡辺議員 社民・農県民連合の渡辺英彦であります。早速質疑に入らせていただきます。
 小堀部長さんも今おいでになったわけでありますけれども、私の質問と大分ダブっておりますので、時間があ
れば最後に部長の方にお願いをして、まず最初に、本県側における不法廃棄物六十七万立方のうち有害廃棄
物約三十三万立方は特措法による二分の一の補助率となるのかどうか、あるいはほかの三十四万立方が三分
の一の補助率となるのかどうか、それからもう一つは、九十億の防止策、今まで言われている遮水壁でござい
ますが、これは二分の一の対象になるのか三分の一の対象になるのか、まずお聞かせください。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法施行令によりますと、特別管理産業廃棄物そ



の他これに相当する性状を有する特定産業廃棄物に起因して生活環境の保全上著しい支障が生じ、または生
ずるおそれがあるものについては事業費の二分の一が補助されることとなります。したがって、本事案におけ
る特別管理産業廃棄物相当廃棄物の約三十三万立方メートルの支障の除去等についてはその事業費の二分
の一が補助されるということになります。防水壁に対する補助費につきましては、三分の一と二分の一が中に
入っている量によって比例配分されるというふうなことになります。
---
◯小比類巻副議長 渡辺君。
---
◯渡辺議員 そこで次に、廃棄物周辺の汚染された土壌についてはどのぐらいの数量が推定されるのか、ある
いは、その土壌は特措法で定められた補助率でいうとどの程度になるのか、二分一なのか三分の一なのかを
お答えください。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 土壌については、その量は推定しておりませんが、表層やボーリング調査により現場内の土壌試料を全部で
三十三カ所から採取し分析した結果、一カ所だけからテトラクロロエチレンが土壌環境基準を超えて検出されて
おりますが、そのほかはすべて基準未満となっております。また、汚染された土壌は特別措置法の補助の対象
となると考えられますが、今後環境省と協議してまいりたいと考えております。
---
◯小比類巻副議長 渡辺君。
---
◯渡辺議員 今、周辺の土壌については大方が基準未満だ、こういうことをおっしゃいました。こうなると、全量
撤去を基本とするけれども、委員会等で精査されて土壌基準が未満であるとなれば、覆土だとか、あるいは肥
料にできるんでないかとか、いろいろなものに利用できるという再利用の話につながるわけですね。だから、私
は、周辺の汚染されたその土壌は幾らぐらいあるのか、こう聞いたんですが、お答えできないんですか、そこを
はっきりしてください。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 土壌の量につきましてはまだ推定してございません。
---
◯小比類巻副議長 渡辺君。
---
◯渡辺議員 そうなると、特措法に基づく補助の対象になるのか、今のお答えでは未満であっても補助の対象に
なるような発言であったんですが、それでよろしいのかどうかを確認したいと思います。
 そこで、私が今言った二分の一、三分の一の四百四十億円というこの中で計算をしますと、遮水壁が二分の一
の補助になるのも三分の一になるのもあると。ここは私は実は三分の一で計算してみたんですよ。三分の一で
あれば九十億で三十億ですよね。有害の廃棄物は三十三万立方メートルなわけですね。これが二分の一だと
すれば、私の計算ですよ、四百四十億の中でやってみたら八十六億一千八百七十五万。それから、その他を三
分の一、これが三十七万立方メートルですが、それを比率でちょっとやってみたんですが、そうなると百七十五
億が補助金の対象になると。ただ、遮水壁の場合は、三分の一の三十億でなく二分の一がありますからもっと
ふえるわけですが、四百四十億円を単純に計算すると、百七十五億三千七百万で二百六十四億六千三百万の
県費の負担なんです。先ほど山内議員にお答えした二百数十億円というのが大体そうなのかなあという感じで
私は聞いておったんです。ところが、この周辺の汚染土壌が把握できないということになると、これが三分の一
なのか、あるいはゼロになるのか、含めてやると少なくなることはない、県費負担がもっともっと多くなるというの
が私は今の御答弁で予測がついたわけであります。そこで、二百六十億から三百億になる数字なのか、私の計
算が間違っていれば違いますので、御答弁をお願いします。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 渡辺議員が計算したような計算を当方はまだしておりません。（後刻補足答弁あり）
---
◯小比類巻副議長 渡辺君。
---
◯渡辺議員 まだ試算していないということですが、ただ、四百四十億を出しているわけですから、二分の一、三
分の一でやったら大方このぐらいになるというのは示して結構じゃないですか、その辺をまずお聞かせくださ
い。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 四百四十億円というのは総事業費でございまして、その中の割合がいろいろまた変動してまいりますので、そ
このところまではこれから検討してまいりたいと思っています。
---
◯小比類巻副議長 渡辺英彦君。
---
◯渡辺議員 いや、さっき、土壌の話とか遮水壁とか具体的におっしゃっているわけです。そうすれば、それに基
づく二分の一、三分の一に該当する内容というのは大方ではできると思うんですよ。でも、四百四十億円の中身
はここに書いているんですよ、九十億と三百五十億円と。その中身の撤去費用は三十億とか言っているんです
よ。そうしたら、それ以外のかかる経費負担割合というのは出てくるんじゃないですか、私で言うと二百六十億
円ぐらいになったわけなんだけれども。ただ、周辺の土壌まで入っていないわけですから、これは県単費三百
億を超えるという状況にだってなると思うんです。それにはお答えがないので、後でも調べたら教えてください。



 そこで、平成三年三月十五日の田子町との協定書があるんですが、この中に保全基金一千万円があるんで
す。これは今日どういうふうになっているんですか。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 ただいまの協定書のお話でございますが、これは町と事業者との協定書でございますの
で県は関与しておりません。
---
◯小比類巻副議長 渡辺英彦君。
---
◯渡辺議員 それでは余りにもお粗末じゃないかと思うんですよ。というのは、県がすべてを負担しなさいという
ふうに意見書が出ているんですよ。そうすれば県と関係がないとは言えないと思うんですよ。この要望書を全部
見てみなさいよ、幾ら金がかかるような要望書ですか。そこでお聞きしますが、協定書に基づく苦情について田
子町はどのように扱ったのか。そして、田子町は、協定書第十条に基づく苦情等があったとき、資料の提出を求
めたり、立ち入り等の行為ができるわけです。ところが、一定の時期から立ち入りを拒否されたわけでしょう。で
も、田子町は協定書に基づいて立ち入りができることになっているんです。そのときに県は何ら関係なく黙って
見ておったんですか。協定書に基づいて指導して、ちゃんと立ち入りをしなさいとか、こういうことは私はできる
と思うんです。何もしなかったんじゃないですか、その辺の経緯についてお知らせください。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 このことは町と事業者との協定でありまして、県が関与すべきことではないと考えており
ます。
---
◯小比類巻副議長 渡辺君。
---
◯渡辺議員 そういう立ち入りができるということについて、この協定書を使って入れるということがあるわけで
す。ところが、県は所有権が変わったとかどうのこうのと立ち入りを拒否されたでしょう。そうすれば、それ以降、
この協定に基づいて田子町が立ち入りをしたということを県は把握をしているのか、あるいは資料を求めること
もできるわけですが、そういうことについて、これだけの事態になっているのに、これは田子町の協定書だから
一切関知しないとか、そういうことではないと思うんですね。積極的に関与するのであれば、当然にしてこれに
基づいて入ったり、田子町を指導したり、そして業者に対応させる、こういうことがあって普通だと思うんです。
私が去年の九月議会で質問したときに、農林部でこの協定書に基づいてちゃんと農地法の許可をしているんで
すよ。だから県はこれを知っているわけだ。おたくさんたちも知っていると思うんですよ。ところが何らこれを使
わなかったということになるわけですか。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 そのことに関しましては、その協定書の協定の権限を用いて立入調査をするというのは
田子町だけであります、県ではございません。
---
◯小比類巻副議長 渡辺君。
---
◯渡辺議員 だから、そういう苦情とか資料の提出を求めたり、田子町は協定書に基づいてできるわけですよ。
それらを、これだけ大きくなったときに、これをどう使ったんだとか、そういうことについて県は把握をしているん
ですか。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 そのことに関しましては県は把握をしてございません。
---
◯小比類巻副議長 渡辺君。
---
◯渡辺議員 そのことが検証結果報告書にも何にも出ていないということに私はなると思うんですね。それだけ
何にもしなかったということがはっきりしましたね。これが私の知りたかったところなんです。
 そこで、先ほど来質問されておりますが、意見書には、施設を地域につくってほしいというのが総意だというこ
とで出ていますね。それは、交通等の関係もあって、時間帯もあって、現地及び周辺に施設をつくってほしい
と。ところが、これまでの質疑者の話を聞きますと、これは大変なことだというふうに私は受けとめたわけであり
ます。そこで、総意による意見書について、お盆前というのがそれだったかどうか、施設に限っていつごろまで
に県は結論を出す用意なんですか。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 先ほどもお答えをいたしましたけれども、施設に関しましての県としての考え方を早急にまとめて、八月中に
は話し合いを持ちたいと思っております。
---
◯小比類巻副議長 渡辺君。
---
◯渡辺議員 次に、ごみの固形物について六社に措置命令をかけることができたけれども、実際処理をしたの
は、新聞にも出ているように四社で五トンぐらいだと。こうなると、全量で見れば八十二万立米分の五だけです
ね。そこで、調査対象が一万六百社にもなると言っているわけでありますが、この一万六百社の調査の中で、
今の四社のように措置命令ができる段階まで来ているのがまだゼロなのか、これから措置命令をかけられる該
当業者というのは一万六百のうち現状でどのぐらい進んでいるのかについてお聞かせください。あるいは、今



までのところ拒否した業者が二業者いたわけでしょう、さっきの答弁で六業者と私は聞いたんですが。そうなる
と、これらの拒否した二業者に法的な措置としてどういうことを考えているのか。
---
◯小比類巻副議長 前田環境生活部長。
---
◯前田環境生活部長 排出事業者の調査につきましては、廃棄物の排出状況を把握するために約一万六百社
に対してまず報告を求め、廃棄物処理法違反の有無に係る審査を行っておりまして、違反の疑いのある排出事
業者に対しては、必要に応じて再報告徴収または立入調査を行って、違反事実が認められた場合は順次措置
命令を行うこととしております。既に措置命令をかけたものは六社あります。そのうちの四社が撤去を行ってお
ります。あとの二社は措置命令をかけただけですのでこの後になります。その後どのくらいの数があるのかと
いうふうなことに関しましては、順次調査を進めている段階ですのでまだはっきり言えません。
---
◯小比類巻副議長 渡辺君。
---
◯渡辺議員 今、六社のうち四社が撤去して、措置命令をかける段階になっている、こういうお話でございました
が、何社に対して今措置命令がかけられるところまでいっているのか、それ以外についてはこれからどのくらい
の日時を要するものなのか。それともう一つは、これから十五年度から十八年度にかけて危険なものから除去
していくというわけですから、並行してこの調査に入っていると思うんですね。そういった場合に、県の責任で除
去してしまった場合に、その量などについて措置に基づいて金銭的に負担を求めることができるのか、その辺
についてはどうやろうとしているのかについてお聞かせください。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 先ほどの渡辺議員の御発言の中で拒否したのが二社あるというお話でしたが、それは拒
否をしておりません。四社プラス二社で六社でございます。今のところ六社に措置命令がかけられております
が、立入調査や聴聞、その他慎重な手続が必要とされておりますことから、これから措置命令をかける社がど
れくらいあるのかというふうなことは明確になっておりません。
---
◯小比類巻副議長 渡辺君。
---
◯渡辺議員 まあこれ以上答弁はないんでしょうね。
 そこで、この特措法に基づく基本方針、それから実施計画、環境審議会、あるいは該当する市町村の意見等を
聞いて、全部やって具備をして、協議が終わって、十五年度からと先ほど出されておりましたけれども、実際そ
うなれば、特措法に基づいてすべて具体的に現地で作業に入る時期というのはいつを想定しているんですか。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 工事に入りますのは、すべての手続を終えて、十五年度ことしじゅうに入る計画でござい
ます。
---
◯小比類巻副議長 渡辺君。
---
◯渡辺議員 十五年度中とは来年三月までということで理解してよろしいですか。
---
◯小比類巻副議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 おっしゃるとおりでございます。
---
◯小比類巻副議長 渡辺君。
---
◯渡辺議員 そこで、先ほど来行政責任のお話を大分されておったわけでありますが、この報告書を見ますと落
ち度という言葉を使っているわけであります。普通、行政で落ち度という言葉は余り使ったのを聞いたことはな
いんですが、ただ、この委員に辞令を渡したときに小堀部長さんは、県民の目線に合った検証をして報告書を
つくってほしい、こういうことでごあいさつをされているわけなんですね。そこで、落ち度というのはどういう意味
でなされているのか。それから、行政責任ということがこの報告書には何らないんですね。落ち度があるという
ところと落ち度はなかったというところと───落ち度があった方が多いんですが、ところがないところもある。
行政責任というものが先ほど来言っている職員にまでも及ぶ、このようにされているんですが、そこで、調査が
九回ですか、私は議事録も見させてもらって、非常に一生懸命やっているなと思うんですが、最後の責任の部
分になると、これは当然行政当局の話ですから、そこで、どういう事案についてどういう落ち度が行政責任にか
かわる問題として具体的に摘出をされているのか具体的にお話しください。
---
◯小比類巻副議長 小堀総務部長。
---
◯小堀総務部長 お答えいたします。
 検証委員会については、今お話しのように、半年間で九回という濃密なスケジュールの中でやっていただい
た。その際に委員として、専門の弁護士、行政法学者、あわせて、県民の目線で、あるいは県民の感覚で物を
見てもらおうということで委員を一名選び、計五人の中で、かつそれをオープンにして、報道を通じて県民に情
報を提供し、いろいろ関心を持っていただいてやってきた経緯がございます。議員おっしゃるように大変一生懸
命やっていただいたと私は思います。また、落ち度という言葉については、法的なレベルからいくとわかりにく
いかもしれませんけれども、一般の県民からいくと、落ち度という表現は意外とわかりやすいんじゃないかなと
私は受けとめたわけであります。そこで、落ち度については、行政調査を尽くさなかったことが一つ、警察への
情報提供、連携が不十分であったことが二つ目、そして、廃棄物担当部局と他部局との連携が不十分だったと
いうことを落ち度として指摘しておるわけであります。具体的に調査行政を尽くさなかったことについては、業者
がそれまで立入調査を認めていた土地について、平成八年六月、賃貸借契約の解除という法的技巧を用いて



立入調査を拒否したという事態から不法投棄を行っている可能性が高いと判断すべきであり、可能な手段を尽
くして行政調査を行い、それによって法的手がかりをつかむ可能性があったのにしなかったこと、また検討も十
分行われなかった点を落ち度の一つとして指摘しているわけであります。また、その前年の燃え殻不法投棄に
対する行政処分手続が進行している中で、このような立入調査の拒否が行われたということなどからすれば不
法投棄を疑うに足る状況にあったと言うべきであり、この時点で警察への情報提供の機も熟していたと考えら
れ、警察と連携を図ることによって早期に不法投棄の摘発に至る可能性もあったのにこれを行わなかった点を
落ち度として二つ目として指摘しておるわけです。そして、本件の廃棄物処理施設が廃棄物の堆肥化を目的と
する施設であったことからすると、肥料取締法担当部局と十分連携していれば不法投棄の早期発見につながる
可能性があったのに十分な連携がなされていなかった点を落ち度の三つ目として指摘しているわけでありま
す。いずれも相当の年月前のことであり長期間にわたることですので、専門的な方々から言っても、可能性が
あったであろうというような非常に慎重な丁寧な言い回しをして、十分検討していただいたものと私は評価して
いるところであります。総じて言えば、そのことを十分に行っていれば、不法投棄を確認し、不法投棄の拡大に
つながる可能性があったことについての認識の甘さ等から十分対応していなかったということを落ち度として指
摘し、行政責任をとっているわけであります。以上でございます。
---
◯小比類巻副議長 渡辺君。
---
◯渡辺議員 そこで最後に、この見逃しの中で、私は、農林水産部の責任が非常にあったのではないのかなと
実は感じているんです。あの経過を見るとそういうのがいっぱい出ているんです。それは、一つには、平成四年
十二月二十八日付で農地転用の許可が出ているんです。その前には採草放牧地にやって、それが指摘されて
ほかの土地に移しているんですね。そういう状況があるんですね。平成四年七月十日付で申請を出されて、農
地転用の許可が十二月二十八日、五カ月間ぐらいで非常に早く出ているんですね。バーク堆肥、これは汚泥と
樹皮でつくったが、それが何ら───それを堆肥化して売るんだということになっているのに、そういう検証など
は一切されていないと私は思うんです。これがされていれば、その時点で違反行為が相当出て、それ以降の不
法な投棄というのは防げたと私は思うんですね。田子町でもこれの農業委員会の意見書というのを結構出して
いるんですよ。ところが、それを無視して許可をしているんですね、実態を見てくると。そういう意味で、それを
扱った農林水産部の責任というのは非常に高いと私は思うんです。それらがこの調査の中にもちょっと入って
いるんです。そこで、この許可をするということについて、担当の部長でございましたので出納長にちょっとお聞
きしたいんですが、許可前に、申請されたこの中間処理施設だとかができているんですね。本来ならば農地法、
農振法の許可を得て物を建てるんですよ。ところが、不法に建ててしまったものを、これが完成しているので、後
日それを確認したのが一つ、それから、協定書があるのでということで確認したということが出ているわけです。
ところが、私の九月の質問の後に、農地法違反と新聞にいっぱい書いているんですよ。この答弁は私はいかが
なものかなあと思って、担当の部長さんでございましたので、所感を述べていただいて終わりたいと思います。
---
◯小比類巻副議長 渡辺英彦君に申し上げます。出納長に質問することは、答弁は御遠慮願いたいというふう
なことで、ここで十五分間休憩いたします。
午後三時六分休憩
       ─────────────────────────────────
午後三時二十九分再開
---
◯上野議長 休憩前に引き続いて会議を開きます。
 質疑を続行いたします。
 先ほどの松尾議員及び渡辺議員の質問について補足答弁の申し出がありますので許可いたします。───
前田部長。
---
◯前田環境生活部長 議長のお許しをいただいて、先ほどの松尾議員の御質問への答弁の中で、県内での特
別管理産業廃棄物の処理能力を一日当たり約四百トンとお答えいたしましたが、一日当たり約五百五十トンと
訂正をさせていただきます。
 もう一つは、渡辺議員からの県費の積算ができない理由についてにお答えをいたします。本県が原状回復に
活用することとしている特別措置法に基づく支援制度上、生活環境保全上支障を生じ、または生ずるおそれが
ある廃棄物が補助対象となっておりますが、その具体的な対象については実施計画に係る国との協議の過程
で明らかになると考えております。
 以上、御理解をいただきたいと思います。
---
◯上野議長 次に山谷清文君の発言を許可いたします。───山谷君。
---
◯山谷議員 真政クラブの山谷清文でございます。私で質問も八人目ということでかなりオーバーラップしてい
る質問も多く見られますけれども、通告とは違う視点で質問させていただくというか、ニュアンスの違いもありま
すので、重複した質問もあると思いますけれども、お許しをいただきまして、通告の順に従って御質問をさせて
いただきたいと思います。
 初めに、先ほどの渡辺議員の質問の中にありましたけれども、排出事業者に対する責任の追及についてとい
う観点で御質問をさせていただきます。現在排出事業者は六社が判明しておりますけれども、排出事業者の責
任の追及に対する青森県の基本的な考え方についてお聞きしたいと思います。お願いします。
---
◯上野議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 排出事業者の責任追及については相当の労力を要するものでありますが、法の安定的施行を確保し、不法投
棄の未然防止のためにも厳格な対応が必要であると認識しているところであります。また、原状回復に要する
経費は県の負担であり、さらには全国民の負担となることから、国の積極的な関与のもと、排出事業者の所在
する関係都県市の協力を得ながら排出事業者責任を徹底的に追及していくことが必要と考えております。した
がって、県としては今後とも、排出事業者に対する措置命令の発出、措置命令の適切な履行の確保などの排出
事業者の責任追及を岩手県と連携しながら進めていくこととしております。
---



◯上野議長 山谷君。
---
◯山谷議員 これまで四社が措置命令に基づいてそれぞれの産業廃棄物の撤去を行っておりましたけれども、
県は排出事業者の責任追及に対してこれまでどのように取り組んできたのかお尋ねしたいと思います。
---
◯上野議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 これまでの調査で判明している排出事業者数は約一万六百社ですが、このように膨大な数に上る排出事業者
の責任を追及するに当たって、まず、関係都県市に協力を依頼するため、昨年の八月に環境省主催で関係都
県市部長会議を開催したところです。その後、報告徴収の円滑化を目的として、対象事業者数の多い首都圏等
一都十二県で延べ三十回の排出事業者説明会を青森、岩手両県主催で開催しまして、報告徴収を順次実施し
たところです。また、並行して郵送による報告徴収も実施いたしました。報告徴収実施後、これまでに、廃棄物
処理法違反の事実が認められた排出事業者六社に対しては、本年六月十八日及び八月六日に、青森、岩手両
県知事の連名で廃棄物撤去の措置命令を出したところです。このうち六月に措置命令を受けた四社が八月七日
に不法投棄現場から廃棄物を撤去したというところです。
---
◯上野議長 山谷君。
---
◯山谷議員 青森県は今後排出事業者の責任追及に向けてどのような取り組みを行っていくのかお尋ねをした
いと思います。
---
◯上野議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 現在、排出事業者からの報告に対し、審査の優先順位を定め、委託基準違反の有無に係る審査を重点的に
行っているところです。審査の結果廃棄物処理法違反が認められた者については、聴聞・弁明手続を経て速や
かに措置命令を行うなどしながら、不法投棄の未然防止の観点から厳格に対応していくこととしております。
---
◯上野議長 山谷君。
---
◯山谷議員 自分たちが出したと思われる応分の量を措置命令で排出しているというような現実があるんですけ
れども、先ほどの質問にもあったんですが、今後排出事業者が責任を持って自分たちのものを撤去するという
ことになった場合撤去作業の調整をするというようなお話をしていたんですが、私も、素人目で見ても、実際ど
んどんこれから撤去する作業の中で、また新たな排出事業者が、きょうは私たちがやります、あしたはこの方た
ちですとか、そうやってやっている手順の中で、まあぶつかるというか、うまく調整するといってもなかなか難し
いんじゃないかということが考えられます。現行の法制度上非常に難しいのかもしれませんけれども、ペナル
ティーという言葉も変なんですけれども、出した分のごみを、撤去の方法も確かにいいんですけれども、協力金
とかあるいは違約金とか、まあ分担金というんですか、そういう金銭というか、違った形ででも協力を仰ぐという
か、自分たちの責任を果たしてもらった方がいいんじゃないかなということも考えられますので、その点は御答
弁は結構ですので、お考えになっていただきたいなという要望をしておきます。
 続きまして、撤去する産業廃棄物の最終処分先の見込みということでお尋ねしたいと思います。まず初めに、
青森県側の六十七万立米と言われている廃棄物の算出はどのような手法で行ったのかお聞きしたいと思いま
す。
---
◯上野議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 廃棄物の量については、平成十二年度から平成十三年度にかけて高密度電気探査及びボーリング調査によ
る現場調査を行い、この結果をもとに推定を行いました。不法投棄現場約十一ヘクタールに高密度電気探査調
査、これは、設定したライン上に電極を埋め込み、伝導率の差から地中深くまで廃棄物や地下水の分布を調べ
る最新の調査技術ですが、この調査を南北方向に四十メートルから百二十メートル間隔で四側線、東西方向に
四十メートルから七十メートル間隔で五側線を行い、これにあわせボーリング調査二十三カ所を実施いたしまし
た。その結果をもとに、南北方向に四断面、東西方向に五断面の断面図を作成しまして、平均断面法によりまし
て廃棄物量の測定を行っております。
---
◯上野議長 山谷君。
---
◯山谷議員 全量撤去という基本方針を進めていく中で、青森県側の総量六十七万立米ですけれども、それと、
最終的な処分先の場所によっては、総体の総費用を四百四十億と言っていましたけれども、かなりの差異が生
じる可能性もあると思います。そこで、先ほどもちょっとお話がありましたけれども、現在見込んでいる最終処
分先についてもう一度お聞きしたいと思います。
---
◯上野議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 最終処分先の見込みは、本県では従前より、先ほどもお答えしましたが、廃棄物の処理について、最終処分ま
でを含めて自県内で処理する自区内処理を原則として対処しております。したがいまして、県境不法投棄現場
の原状回復に当たっても、まず県内にある施設で処理することを基本として考えております。また、自区内処理
が困難な場合、これは他県の施設にお願いせざるを得ないものと考えているところですが、この場合は搬出先
となる県と事前によく協議をした上で処理していきたいと考えております。
---
◯上野議長 山谷君。
---



◯山谷議員 自区内処理の見通しは現時点でいかがでしょうか。
---
◯上野議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 特別管理産業廃棄物の処理能力は、先ほどお話ししましたけれども、県内で約五百五十
トンの処理能力を持っておりますので、今のところは自区内処理で大丈夫でないかなというふうに考えていると
ころです。
---
◯上野議長 山谷君。
---
◯山谷議員 それでは次に青森県の行政責任についてお尋ねしたいと思います。今回の不法投棄事件に関し
ては、大分前、まだ昭和という時代のときからいろいろと苦情や情報の提供があったと聞いております。先日渡
されたこの不法投棄事案の概要にもありますように、産業廃棄物の今回の事件については、平成七年ごろから
苦情や情報提供が非常にあったというふうに書かれてありますし、また担当の方からもお話を聞きました。平成
七年ごろに多く寄せられたという情報や提供について、初めにその苦情や提供が来たのは、いつ、だれから、
どこへ、どのような内容のものが寄せられたのかお尋ねしたいと思います。
---
◯上野議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 現在県に残っている当時の書類によりますと、平成七年三月二十日に住民から当時の三戸保健所に連絡が
ありました。内容は、中間処理施設に生ごみが夜中に搬入されているという内容でした。
---
◯上野議長 山谷君。
---
◯山谷議員 それと、この事件に関する苦情や情報提供はその後どれくらいの件数が寄せられたのか、またそ
の情報源はどこだったのか、その内容はどういうものであったのかお尋ねしたいと思います。そして同時に、そ
れらの情報によって県の方も平成九年十月には現地を航空撮影をするなどして行政調査を行ったというふうに
聞いているんですけれども、県としてそのような苦情や情報に対してどのような対応をしてきたのかお尋ねした
いと思います。
---
◯上野議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えいたします。
 この不法投棄事案に関する住民等からの苦情、情報の数は、平成七年三月から、青森、岩手両県警による強
制捜査が入った平成十一年十一月までで、県で把握しているのが約二十件あります。その主な内容は、住民か
らのものとして、許可品目以外のごみを夜中に搬入している、汚水が河川に流れていると。また会社関係者か
らは、県が立入調査をするので証拠を隠滅しているということであります。県では、これらの苦情、情報に対しま
して、担当職員が現地に赴き立入調査や現場周辺の水質調査を実施したほか、現場周辺において早朝、夜間
の監視を実施しております。
---
◯上野議長 山谷議員。
---
◯山谷議員 どういう対応をしたのかとこれ以上聞いても、余り、死んだ子の年を数える例えのとおり、なかなか
解決されるというか、つながらないと思います。ただ、私の素朴な疑問で、そういう住民の苦情に対して素早く
───今いろいろお話を聞いていれば、この事件が起き、こういう事態になってから県の行政もすごいスピード
で対応策を練っているんですけれども、やはり事前に、もしそのときにそういうふうなスピーディーな対応をして
いればこれだけの巨大な不法投棄にはつながらなかったんじゃないかなという思いがしております。
 その中で素朴な疑問としてもう一つお尋ねしたいんですけれども、この時点でもかなりグレーというか灰色の
業者なんですけれども、その後、いろんな調査の結果、平成九年に三栄化学工業に対して、動植物性の残、ば
いじんにかかわる処分の許可とかも追加になっているんです。平成八年十一月に不法投棄によって事業の停
止処分を受けたこの会社に対して、たった四カ月後の平成九年三月、そして十二月にそれぞれ許可が追加され
ている。そういういわゆるブラックなイメージのというか、グレーじゃないんですけれども、ブラックな会社ですよ
ね。なぜそういう会社に簡単に許可が出されたのかお尋ねしたいと思います。
---
◯上野議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 県では平成八年に当該事業者に対して廃棄物の処分業を三十日間停止しました。当該事業者からはその後に
処分業の追加許可申請があり、内容を審査したところ、許可申請が法律に定める要件に合致していたことから
許可を与えたものであります。
---
◯上野議長 山谷君。
---
◯山谷議員 まあ仕方ないですね、そういう答弁でも。何か釈然としないというか、厳しい県財政の中でこれから
大きなツケの四百億、あるいは五百億になるかもしれませんけれども、そういうふうなことを考えると、県民の一
人としてというよりも、知事も先月の議会でもおっしゃっていましたけれども、本当にこれから重い荷を背負うと
いう覚悟を決めなければならないなという気持ちがします。また同時に、田子の住民の方の思いを考えれば、
二十件とかという地元からの苦情や情報提供があったにもかかわらずこういうふうな事件が起きてしまった。住
民の方の思いは本当に断腸の思いであるというのも考えられるわけです。今後こういうような事件を起こさない
ためにも───もう青森県は、過去の問題もありますけれども、こういう不法投棄の、何と申しますか、被害自
治体ということで本当に全国的にも有名になってしまいました。これを払拭するためにも、過去の責任という言
葉を使っていいのかどうかあれなんですが、県としてやはりある一定の行政責任ということから、先ほど処分と
いう言葉もありましたけれども、罪を憎んで人を憎まずと申しますか、当時の対応した職員の方たちからいろん



な情報を集めて、検証委員会もありますけれども、皆さんからその辺の聞き取りなりをして───実際平成七
年当時の担当部の環境保健部の部長は山口柾義前副知事でありましたので、もう退職されている方も多いと
思うんですけれども、まだかなりの職員の方がこの庁内に勤めていらっしゃると思いますので、いろんな形で情
報を集めて、精査する形で、二度とこういうことがないように、そしてやっぱり、将来的には全国に先駆けて青森
県のイメージダウンを払拭するためにも、産業廃棄物の不法投棄に対する青森モデルとでも言うようなマニュア
ルをつくり上げて、これからはこの汚名を返上すべく、環境づくり日本一というのをぜひ三村知事には目指して
いただきたい。私からその辺を、御提言と申しますか御要望を申し上げて、知事さん、それに関してもし御意見
がありましたら述べていただきたいと思います。
---
◯上野議長 知事。
---
◯三村知事 議員のお言葉は承りました。実際に本県は、不法投棄問題、こういう関係についてのチームづくり
───警察のＯＢの方々の協力を得たりとか、いろんな形において、今全国でも非常にいい水準で不法投棄
問題の監視ということについてのチーム編成を全県下において行っているという状況にございますが、それを
さらに強化していくという思いでございます。御指摘のとおりさまざま反省することもございますので、今後とも
自分自身を律しながら適切に環境問題に取り組んでいきたいと思っております。
---
◯上野議長 山谷君。
---
◯山谷議員 ありがとうございます。
 こうしているうちにも青森県のどこかで小規模あるいは中規模の不法投棄が行われているかもしれません。や
はり、業者の投げ得を決して許すことなく厳しい対処───現行法上難しい問題があるかもしれませんけれど
も、青森県としても国に対して罰則の強化を含めて働きかけをお願いしたいなと思います。
 以上で私の質問を終わります。
---
◯上野議長 山谷君の質疑を終わります。
 次に諏訪益一君の発言を許可いたします。───諏訪君。
---
◯諏訪議員 共産党の諏訪です。さきの定例県議会でこの問題において我が党としては、不法に投棄されたも
のの全量撤去を基本に据え、汚染の拡散防止対策についてもしっかりやる、この二点を前提にして地元の皆さ
んとの基本的な枠組みで合意することが重要だと述べました。そういうライン上にあるというぐあいに思うんで
すけれども、ただ、本当にそういうぐあいに展開していくことになるかどうか、内容上の問題でやりとりをしたい
というぐあいに思います。事前に通告しているものには重複しているものもありますし、また、角度の違うやり
とりになる場合もあるという点で事前に御了承も得ていますので、早速質疑に入らせていただきたいと思いま
す。
 まず、両県の対策のすり合わせの問題がなかなか簡単でないという問題があります。平成十五年度第一回の
周辺水域及び場内観測井戸等の検査結果で、井戸七の結果、これは岩手側でありますが、ジクロロメタンが環
境基準の二万倍超過。ダイオキシン類が十四カ所のすべてで検出。十カ所で基準超過。中には五十一倍、六十
五倍というものも検出されている。高濃度の汚染が継続しているということが明らかになっています。もとより青
森の側でも基準を超過するものが検出されているということで、一番問題なのは、岩手側とのすり合わせがな
かなかうまくいかない状況のもとで、これだけ検出されているものが万が一にも馬淵川水系に入り込んだり、あ
るいは田子町の沢水に入り込んでくるということになった場合の───そうあってはならないんですが、なった
場合の責任のとり方の問題というのも、これは、現在これを処理する責任と同等のものがあるんだと思うんです
が、当然のこととして両県の知事がそのトップとなって責任を負うということになるのかどうか。あるいは、その
馬淵川に万が一そういう汚染水が流出するということの原因も特定され、これがいわば東側の岩手県側のそう
いう要因によるものであるということが明らかになった場合の責任の所属は岩手県の知事の側になるのか。あ
るいは、これは一体のものとして考えるべきであるというような扱いもしていますので、あくまでも共同の責任に
属することであるというぐあいに理解したらいいのか、その辺の考え方について伺っておきたいと思います。
---
◯上野議長 知事。
---
◯三村知事 そういう事態を発生させないために、今こうしてお盆前にもかかわらず議員各位にもお願いしてい
るわけでございます。きょう午前中からお話しさせていただきましたが、岩手県とのすり合わせというのは非常
に重要な部分だと思っております。万が一という部分については、岩手県がどうとか青森県がどうとかという部
分においてはやはりお答えしかねると思っておりますが、早急に対策を講じていくという点においてはともに意
見は合うものであると確信をしております。今後、先ほど来お話しいたしました副知事等の現地における対談、
あるいはそういった準備を尽くしながら、しかるべき時期に最もふさわしい形でのこの問題の解決についての両
県知事の会談を催したいと思っております。
---
◯上野議長 諏訪君。
---
◯諏訪議員 万が一にもそういうことのないように取り組むということが前提ですが、ただ、そういったこともあり
得ることを現時点でしっかり両県で押さえておかなければならないテーマだというぐあいに思いますので、協議
の大事な点としてぜひ扱っていただきたいというぐあいに思います。
---
◯上野議長 知事。
---
◯三村知事 御指摘のとおりと思います。
---
◯上野議長 諏訪君。
---
◯諏訪議員 何ゆえに岩手県側が、本県のように遮水壁をきちっとやって、しかもコンクリートで水が漏れないよ
うな構造物でしっかりやって流出を防ぐというとり方をしないのか。合同検討委員会の最終取りまとめを見ても、
本来なら、公的・第三者的観点から合同検討委員会での両県に対する方針が提出されるべきなのに、岩手県側



の対応について色濃く反映している、いわば合同検討委員会の岩手県に対する方針になっているんですね。本
県とはまるきり違うという問題が出てきているんですが、一言、何ゆえにそうも違うのかという点について何か
要因があったら述べていただきたいと思います。
---
◯上野議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 岩手県のことでございますので推測でしかないのですけれども、まず、我が県の土地の
形態が違うというふうなこと、それから、廃棄物が我が方の場合は全面的に投棄されておりますが、岩手県側は
スポット的に投棄されている点等、そういう違いがあるかと思われます。
---
◯上野議長 諏訪君。
---
◯諏訪議員 検出の度合いが本県よりもかなり高濃度なものが、しかも継続しているという問題点があるので、
協議する際に十分詰め合っていただきたいというぐあいに思います。
 浸出水処理施設の問題で、さっきから部長の表現の中にも出てくるんですが、検討委員会の最終取りまとめに
も出てくるんですが、排水基準を確実に満たすよう設計するというのが出てきます。原状回復の目標というの
は、知事報告にもあるように土壌及び地下水環境基準の達成であります。しかし、この水処理施設については
排水基準を満たすようにと言っているのですが、環境基準と相反するということが始まるというぐあいに見られ
るんですが、見解があったらお示しいただきたいと思います。
---
◯上野議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 土壌環境基準というのは環境基本法によるものであり、排水基準というのは施設を建て
たときの施設を維持する上での基準というふうなことで、基準が異なっているというふうにとらえております。
---
◯上野議長 諏訪君。
---
◯諏訪議員 これも指摘にとどめておきますが、全体としての原状回復目標というのは土壌及び地下水の環境
基準に置いているんです。ところが、それとの比較からいけば排水基準というのは実に甘い許容量になってい
るんです。その時点から比較すると原状回復という目標にはこういう問題が起きてくるんじゃないですかという
ことなんで、そこもひとつ受けとめて、これも別に答弁は要りませんが、そういう問題もあるということで受けと
めていただきたいと思います。
 それから、廃棄物及び汚染土壌は全量撤去を基本とするという問題について確認をしておきたいんですが、田
子町から出ている意見書には廃棄物六十七万立米プラス汚染土壌の分量がありますね。それからもう一つ、プ
ラス有害土壌というのがある。これがいわゆる全量撤去の定義だという形で提起されている。しかも、この有害
土壌は、汚染土壌以外で生活環境保全上に支障のある土壌というぐあいに言っていますから、全量撤去という
場合に、六十七万立米にそういったものがアルファで追加されてくるという受けとめになると思うんですが、見
解を明らかにしていただきたいと思います。
---
◯上野議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 これまでの調査によりますと、汚染された土壌を含めて六十七万というふうにとらえてお
りまして、その中には覆土材として利活用できるようなものも含まれているというふうにとらえております。
---
◯上野議長 諏訪君。
---
◯諏訪議員 今の部長答弁はちょっと訂正したらいいんだと思うんです。汚染土壌は先ほど来言っているように
わからないんです。今のところ推定できないんです。有害廃棄物によって汚染された土壌というのは結局確定
できていないんでしょう。それを一緒にして───今、不法投棄された廃棄物と汚染土壌も含めて六十七万立
米だと言ったから、ちょっと違うんじゃないかということで、まず確認してしまいたいんです。
---
◯上野議長 鎌田リーダー。
---
◯鎌田県境不法投棄対策チームリーダー 不法投棄対策チームのリーダーをしております鎌田でございます。
 今の諏訪議員の御質問にお答えしたいと思います。六十七万立米の中には廃棄物とそれを隠すために覆土し
た土壌───その汚染土壌が含まれているその総量を六十七万立米というぐあいに見ております。
---
◯上野議長 諏訪君。
---
◯諏訪議員 同時に、下で汚染されている汚染土壌はわからないんです。覆土した部分はわかるでしょう、それ
を含めてということはわかるんです。この辺もお互いに正確に理解し合っていかないと全量撤去の分量というこ
との定義がいろいろ食い違って出てくるので、ひとつそこも確認しておきたいというぐあいに思います。
 次に、特管廃棄物相当の廃棄物は優先的、早期に撤去すると。その分量について、先ほどのやりとりを聞いて
いますと九万九千立米という数字が出てきました。つまり、平成十五年から十八年度までにまずそれを一部撤
去するということですね。そして、あとの残りの五十七万四千立米を平成十九年度以降撤去していく、こういう理
解でいいですね。───はい、そこを確認しておきます。
 それで、平成十五年度内に追加ボーリング調査を実施し特管相当廃棄物量の精査を行うと。これは合同検討
委員会で次のような理由からになっているんですね。特管相当廃棄物は、現場での撤去作業において区別、分
類が困難であるため、概念としての定義と実践する施工は分離して考える必要がある、したがって、施工に当
たっては、除去計画及び除去作業の基礎となり得る廃棄物の区分、性状等の詳細を調査し実態を把握する必要
がある、こういう角度から平成十五年度内にボーリング調査を追加実施すると。これでいいんでしょうか。
---
◯上野議長 鎌田君。
---



◯鎌田県境不法投棄対策チームリーダー お答えします。
 今の説明は、今まで平成十二年度から十四年度まで調査をしてまいったのが二十三本ボーリングをしておりま
す。その十一ヘクタールの中で不明な箇所があるということで、特管物がどの辺にあって、どういうような状況
にあるのか、より詳細に性状を把握するために今回追加調査をしたいということでございます。
---
◯上野議長 諏訪君。
---
◯諏訪議員 つまり追加調査をするということですね。
 もう一つ確認をしますが、浄化手法について。つまり、十九年度から廃棄物の撤去と浄化作業ということに区
分しているものなんですが、この浄化手法については、平成十五年から十六年度で実施可能性試験を行い効
果的な方法を選定するとあるんですが、これは実施するんでしょうか。
---
◯上野議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 全量撤去を基本としておりますので、浄化に関する調査はするつもりはございません。
---
◯上野議長 諏訪君。
---
◯諏訪議員 廃棄物撤去及び浄化というのは平成十九年から始まるんです。再利用の問題も含めてこの浄化と
いうのが出てくるんですね。浄化について実施可能性試験を行うということになるのですか。
---
◯上野議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 現在のところは考えておりませんが、そのことをやるかどうかというふうなことについて検
討してまいります。
---
◯上野議長 諏訪君。
---
◯諏訪議員 全量撤去を基本にするという問題があるがゆえにちょっと確認作業をさせてもらっているんです。
合同検討委員会で除去計画というのが出てくるんですね。平成十五年度から十八年度に九万六千立米の有害
廃棄物を撤去していくという流れから始まって、いろいろやるべき合同検討委員会としての方向性を示している
んです、西側エリアの撤去作業として。その際に前提になっているのが、全量撤去以外のケースの場合の計画
としてこういう流れが考えられているから一々ちょっと確認してみたかったんですよ。そうしないと、入り口で全
量撤去で、いろいろやってみたら出口のところで部分撤去であったということにしては、やはり県民と田子町住
民の信頼はそこからまた崩れてしまうという問題があるもんですから、ここで確認作業をちょっとさせていただい
たわけです。
 次に移ります。現場の土地所有権を県に移転する場合のその手続について、さっきもあったんですが、もう一
度お答えいただきたいと思います。
---
◯上野議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 本県側の不法投棄現場の土地については現在の所有者より本県に寄附をしたいとの意向が示されておりまし
て、現在協議を進めているところです。県が寄附を受け、土地所有権を移転する場合の手続としては、土地の所
有者から寄附採納の申請を受け、受納の手続を行うとともに、贈与契約書を取り交わし、その後所有権の移転
登記を行うということになります。
---
◯上野議長 諏訪君。
---
◯諏訪議員 亡くなられた方からの、現在の実弟というか、弟さんに当たる方への相続登記は終わっているんで
しょうか。
---
◯上野議長 部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 まだ登記はされておりません。
---
◯上野議長 諏訪君。
---
◯諏訪議員 代執行をかける場合に、原因者が不明であったり、あるいは原因者に資金力あるいは資力がない
ということ等について国や県がそれぞれ対応するということなんですが、この方はそういう資力がない方なんで
しょうか。弟はずっと一緒に代表取締役でやってきた方なんですね。ただ社長と呼ばれているかどうかというの
は別なんですが、ずっと御一緒してやられてきた方で、相当の責任もある存在だと思うんです。そして、不法投
棄の現場以外にかなり広大な面積の土地を所有しているというお話も聞きます。もしそういう情報があって、ど
れくらいの面積を持っていて、その御本人に───原因者に求めるものをしっかり求めたのかという問題につ
いてもし考えがあれば聞いておきたいんです。
---
◯上野議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 役員個人の法的な責任を追及することは困難だと考えております。
 後半の御質問ですけれども、三栄化学工業の社屋、土地はありますけれども、会社のものとなっております。
---
◯上野議長 諏訪君。
---



◯諏訪議員 要するに、今、全量撤去で四百四十億とか、なおまた広がっていく可能性のある問題について県
民の納得を得るような説明をしていくということが大事なんですね。そういう財産がありながらきちっと手を打っ
たのかということも含めてしっかり説明していただかないと、結局のところ、責任の所在もあいまいにされたま
ま、求めるものも求めないままとかということになってきれいさっぱり片づけて、結果的に、責任ある、納得でき
る説明ができたというぐあいにもしなり得なかったとすれば同じ轍を踏むということになりますので、そこはしっ
かり県民の皆さんに説明責任が果たせるようにしていただきたいと思うんです。
 同時に、終わりになりますけれども、行政責任の問題については、午前もちょっとありましたけれども、処分の
問題にも踏み入れられました。当然のこととして、現在の知事三役、あるいは元のそういった機関の知事三役も
含めて、あるいは管理職以上ということになるのかもしれませんけれども、そういったことについてもいろいろ
検討の対象に入れて議論していくということにしているのかどうか、もしお答えできれば出していただきたいと
思います。
 検証委員会の検証でも提示されていましたけれども、平成七年に三栄化学が、昭和五十六年の産業廃棄物最
終処分場と平成六年稼働の中間処理施設の間に挟まれた土地、いわゆる現場の土地が昭和五十六年の最終
処分場に含まれていると主張していた問題───三栄化学はそう主張していた。それで県の職員がそれを知っ
ていた。当然そこに不当な廃棄物が埋められている可能性は否定できないし、ましてや平成八年六月六日の立
ち入り拒否。これは不法投棄を疑うのに十分な条件があったにもかかわらず、警察が入るまで三年余立入調査
すらできなかったというこういう問題。そして、指摘しているように、平成八年七月十日、立ち入りを拒否された
その直後に動植物性残を追加したい旨の相談があったときに、いわゆる行政処分を行おうとしているときに申
請されても不許可にせざるを得ないし、申請するにしても行政処分後にしてほしいと助言したと。こういう助言と
いうのはやっていいものでないんだ。行政と業者との関係には画すべき一線があるはずだ。このような助言こ
そ業者を甘やかすものと言われても仕方がない。結果として業者との癒着が疑われるような事態に立ち至るお
それがないとは言えない。これは随分慎重な言い方なんですが、私は、業者との癒着が疑われるような事態だ
とストレートに指摘されてもしょうがない事態だというぐあいに思うんです。その際に、これは県民に対する説明
責任という角度でよく考えていただきたいんですが、業者の側に、県は幾らでもごまかせる、そういう動機、何
ぼでも持ち込める、そういう余地を与えてしまったんですね。業者に対する動機があるんだと思う。片や、じゃ県
の側が見過ごす動機はどこにあるのかということになった場合に、私は、検証委員会の検証で述べていること
すらでもなおやっぱり平板なものだと思うんですよ。もっと深刻にこの問題を受けとめるべきなんだと思うんで
す、業者との癒着の問題も含めて、あるいは人員の構成メンバーも含めて。いわば、当時の産廃行政を含め
て、落ち度があった、認識の甘さもあった、いろいろなことを言われているが、そんな程度では済まされない。あ
る意味では、行政水準としては当時はそういう程度のものであったという率直な思いも皆含めてやはり県民へ
の説明責任を果たしていく準備をする必要があるというぐあいに考えています。前の県議会の質問でも───
拡大生産者責任をしっかり導入するという問題。それから、大量生産、大量消費、大量廃棄という今の経済社会
型の転換を図ってリサイクル型にどんどんやっぱり変えていくというような方向をもちゃんと付記した県民への
説明責任を───税金の問題ですから、付随して説明責任を果たす必要があるということを述べて、あえて、
処分の扱いも含めてあれば知事から述べていただきたいと思います。
---
◯上野議長 総務部長。
---
◯小堀総務部長 行政責任の中における職員の処分についていろいろお話がありました。処分に当たっては、
基本的には地方公務員法の規定に基づいて、その要件を吟味した上で検討を加えて判断することになるわけ
でありますが、当該事案については少なくとも現知事就任以前の問題でありますので、そのこと自体について
責任を問うということは法律上なじまない、こういうふうに考えております。直接当該事案にかかわった行為者、
あるいは職員、管理監督者、そういう方を範囲として法律に従って厳正に判断をしていきたい、こういうふうに
考えております。
---
◯上野議長 知事。
---
◯三村知事 私の立場として責任を果たすとすれば、御指摘ございましたとおり、やはり今後行政水準を上げて
いく不断の努力をしていくということでありますし、いわゆる先ほどのような余地を与えないという形の環境行政
を形づくっていくということについて大きな責任を負っている、そう感じております。
---
◯上野議長 以上で諏訪君の発言を終わります。
 次に鹿内博君の発言を許可いたします。───鹿内君。
---
◯鹿内議員 お尋ねをいたします。
 一つは、午前中に、県の行政責任を果たす上で関係職員を処分するということが検討されているということで
ありますが、それだと検証委員会の報告というのは不十分だと私は思うんですが、県として行政責任を検証す
べきである、それができなければ関係職員の処分は不可能だと私は思うんですが、この件についてまず知事の
御見解を伺います。
---
◯上野議長 総務部長。
---
◯小堀総務部長 検証委員会の設置要綱の中には本来的にこの委員会に私どもが期待していることを書いて
いるわけであります。それは、県境不法投棄事案に対するこれまでの県の対応状況について検証し、当該事案
における県行政上の問題及び責任を明らかにするとともに、今後の廃棄物行政の的確な運営を図るためにこ
の委員会を置く、こういうことで任務をやった上での報告書となったものであります。そういう意味で、この範囲
で検証していただいて、行政責任についても言及していただいたというふうに考えております。
---
◯上野議長 鹿内君。
---
◯鹿内議員 平成九年度に八戸保健所から、産業廃棄物行政での業務がふえたということで人員要求をされ
て、当時の環境保健部から総務部に人員要求があります。結果として人員要求の実現はできなかったわけで
すが、こういう組織体制にも問題があったと私は思うんですが、知事の見解を伺います。
 それから、この組織体制であったからこそ、まあそれだけではないと思うんですが、三栄化学工業への監視、



立入調査は不十分であったというぐあいに認識いたしますが、知事の見解を伺います。
---
◯上野議長 総務部長。
---
◯小堀総務部長 最初の方の質問にお答えいたします。
 平成九年度に八戸保健所から人員要求───一名の増員要望があったということを確認しております。結果
としては増員をしておりません。しかしながら、一方においては、産業廃棄物体制、あるいは一般廃棄物もそう
ですが、廃棄物対策の強化を図るために平成四年度から廃棄物対策室を設置している。独立させた。また、同
じく、御質問の中にありました平成九年度においては、その廃棄物対策室を単独組織として廃棄物対策課に格
上げをして、五名の増員───十名から十五名の増員を図っておるわけであります。そのようなことで、本庁と
出先と一体の中で産業廃棄物体制については強化をしてきたもの、こういうふうに考えておるところでありま
す。
---
◯上野議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 去る三月二十五日に取りまとめられた県境不法投棄検証委員会の検証結果報告書の中で、三栄化学工業へ
の監視、立入調査に関しては、平成八年六月六日に三栄化学工業が本件不法投棄の主要な現場となった土地
への立入調査を拒んだ以降は、不法投棄を行っている高い蓋然性があるものと認識し、可能な限りの手段を尽
くして行政調査を行うべきであったにもかかわらず調査が不十分であったことに県の落ち度があるとの指摘が
なされております。検証委員会から御指摘のあった落ち度については県としては厳粛に受けとめておりまし
て、これまで地元住民の皆様、県議会並びに県民の皆様におわびを申し上げたところでありますが、検証委員
会から御提言のあった再発防止策を踏まえながら、これまでのやり方をさらに精査し、改めるべき点を整理して
改善してまいりたいと思っております。
---
◯上野議長 鹿内君。
---
◯鹿内議員 八戸保健所が、平成九年から、これは私の記憶ですが、県外から搬入される産業廃棄物の搬入計
画については、形は本庁が対応します、しかし実態は保健所がその窓口となっていく、いわゆる監視指導
───事前協議ですね。これを八戸保健所管内で見ると、平成九年度は大体百件くらいですね。平成十一年度
が大体二百件程度になっています。この実態について県は把握されていますか。どういう御認識を持っていま
すか。これはやっぱり、本庁を幾ら強化しても現場がこういう状況の中では───そういう状況だからこそ保健
所から人員要求があったわけですから、そういう現場の仕事にこたえていなかったという問題があったと思うん
です。あわせて、重ねて尋ねますが、こういう人員措置を講じなかったというのは不十分であったと思うんです
が、いかがですか。
---
◯上野議長 総務部長。
---
◯小堀総務部長 組織については、効率的に、どういうふうに実効性を上げるかということなどを基本にしなが
ら、その事態事態について的確に動けるように対処してきたつもりであります。産業廃棄物行政については、
通常の一般行政とは違いましてやはり相当の権限を与えてきちっとやっていかなければいけない。そういうこと
で、出先の監視体制についてもおのずと限界がある、したがって、本庁の有効な指揮監督、機動的なものを発
揮させながら現場と一体になってやるのが適当だ、こういうふうに判断したものと私は考えております。
---
◯上野議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 廃棄物の不法投棄発見件数が九年、十年、十一年と順次ふえていっていることに関して
は承知をしております。
---
◯上野議長 鹿内君。
---
◯鹿内議員 不法投棄の発見件数がふえているだけでなくて、保健所を窓口として、保健所に対して事前協議
───これは法的な事前協議でないかもしれませんが、相談をされているその実態は御承知ないということで
すか。
---
◯上野議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えいたします。
 県外からの産業廃棄物搬入に係る協議に関して相談があったという件数については把握しておりません。
---
◯上野議長 鹿内君。
---
◯鹿内議員 このデータは保健所の業務概要にはっきり書かれているはずです。いわゆる県外産業廃棄物の事
前協議、そして、その中の監視指導にどれだけの件数があったかということは保健所の業務概要という公文書
に書かれているわけですから、それをきちっと見て、もし機会があったら御見解を伺いたいと思います。
 それから、先ほどの報告、立入調査の件ですが、平成八年六月に事業者から拒否を受けたと。だとすれば、処
理法十八条による報告ができるはずですよね。それから十九条による立入検査はなぜできなかったんですか。
こういう点でも、したかったけれどもできなかったという現場の実態がやっぱりあったと思うんですが、それはい
かがですか。
---
◯上野議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 当時は、事業場以外として立ち入りを拒否された当該土地に対して抵抗を排除してまで立ち入りするとの判断



に至らなかったものと考えられます。
---
◯上野議長 鹿内君。
---
◯鹿内議員 第九条が立入検査です───今の答弁でよしとしませんよ。よしとしないですが、じゃ、なぜ十八
条に基づく報告を徴収しなかったんですか。
---
◯前田環境生活部長 申しわけありません。少しお待ちください。
---
◯上野議長 鹿内君。
---
◯鹿内議員 後ほど時間があったら今の部分はお答えいただきたいと思います。
 そこで、今までの議論の中で、検証委員会の報告書でも最も大事なデータがないんですね。いつ、どこから、
だれが、どんなものを現場に運び込んだか、このデータを県は今お持ちなんですか。持っていないとすればそ
れはいつでき上がってくるんですか。そして、それは私どもに公表、県民にいつ公開できるんですか。
---
◯上野議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 最終的に本不法投棄現場にほとんどの廃棄物を持ち込んだのは、三栄化学工業及び同社と共謀して不法投
棄事件を起こした縣南衛生株式会社ですが、その背後にある排出事業者から始まる複雑な流れを解明し、排出
事業者の責任も追及すべく、現在本事案に係る約一万六百業者に及ぶ排出事業者を対象として調査を行って
いるところであります。
---
◯上野議長 鹿内君。
---
◯鹿内議員 それがわからなければ、どこのだれのポジションでどんな落ち度があったか特定できないと思うん
ですよ。それが特定できないならば職員の処分なんかはできないと思うんですよ。たまたまそこにいたから、
じゃ処分しようたってできないでしょう。やっぱり、こういうときに、そこにこんな落ち度、甘さがあったからその年
にこれだけのごみがどこかから入ってきた、これがなければ処分なんか検討できないと思うんですが、それは
いかがですか。
---
◯上野議長 総務部長。
---
◯小堀総務部長 処分をどのようにするかについては、基本的な要件を加味してやることになりますが、いつ、
どこから、だれが、どんなごみを運んだかということがこれを考える際に重要なファクターかどうかは検討を要す
ると思います。
---
◯上野議長 鹿内君。
---
◯鹿内議員 これは、検討にとどまらず、検証して議会にもきちっとぜひ示していただきたいというぐあいに思い
ます。
 次に、今の協議会でも議論になっていますが、県がケース一として示した全量撤去の方針、私はこれはこのま
ま採用すべきだと思うんですね。基本とか原則という言葉を使わないで、それを採用せずにあえて基本とか再
利用とかそういう紛らわしい原状回復方針とした、一を採用しなかったその理由と今回との違いをお尋ねしたい
と思います。
---
◯上野議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 お答えをいたします。
 先ほど滝沢議員にお答えしたとおり、本日県議会の皆様に御報告いたしました方針案は、馬淵川水系の環境
保全を目的として汚染拡散の防止を最優先することを基本方針として、不法投棄現場が周辺の土壌環境と同等
となるよう原状回復対策を早急に実施するものであります。そのために廃棄物及び汚染土壌は全量撤去を基
本としたところであり、これまでの三つのケースにとらわれない新たな方針としてお示しさせていただいたという
ところであります。
---
◯上野議長 鹿内君。
---
◯鹿内議員 前に出された一も、馬淵川水系を守り、汚染拡散防止をする、早期にやるということは同じなんで
すよね。先ほどからのは、再利用するか否かというものをなぜあえて県が判断しないで協議会の判断材料とし
なきゃならなかったかということです。その分、住民を悩ませる、惑わせる、不安にさせる、煩わせる、なぜここま
でしなければならないのか、そのメリットは何ですか。
 それからもう一つは、いっぱい議論を聞いていても前回の具体的な数値が出てこないんですね。今回の再利
用対象の数は、前回私どもに示したこの中の何番と何番が再利用の対象に入るんですか。六と七と八なんです
か、七と八なんですか、その辺をお尋ねいたします。
---
◯上野議長 前田部長。
---
◯前田環境生活部長 前段の御質問は、情報公開をすることにより住民の視点に立った判断をしていくというふ
うなことでございます。
 後段は、再利用するものに対して特定していないということでございます。
---
◯上野議長 鹿内君。
---



◯鹿内議員 情報公開の視点で判断をするというのはそれはわかりますけれども、要するに、再利用なんかそ
んな煩わしい───住民を煩わせる、悩ませる、不安にさせない、それで情報公開する方法は一じゃないです
か。今回出されたケースが一よりすぐれているという理由は何かありますか、お尋ねします。
 それから、再利用の場合、先ほど諏訪議員に対して、浄化するしないと、ちょっとあいまいでした。浄化したも
のを再利用できるかできないか判断するんですか、それとも、そこにあるそのままのものを再利用するかしない
かを協議会で判断するんですか。そして、そのものは一カ月ごとにやるんですか、出てきたらやるんですか、あ
るいは一トンたまったらやるんですか、それはどういうぐあいになるんですか。
---
◯上野議長 知事から発言があります。───知事。
---
◯三村知事 全量撤去という基本方針でございます。地元住民、地域の方から何か出てきたときに話し合える部
分をとっておかなきゃいけないだろうということでございますから、議員御指摘であれば、確かに一に限りなく、
ほとんど一に近い部分であるとしても、いろんな形で作業が進んでいく中で、地元の方々と話し合える余地を
とっておこうということでございますから、基本的に全量撤去ということでございます。
---
◯上野議長 鹿内君。
---
◯鹿内議員 基本的じゃなくて、再利用ということで出てくるから紛らわしくなるんですね。出てきたときに検討す
るということであれば、年に三回なり四回なり───原則とか基本とか言わないで、全量撤去で、そういう住民
協議会を毎月なり開いて、そこで逐一報告をし、情報公開すれば済む話じゃないですか。それを再利用する、し
かし、何を再利用するかというのが出てこないからこそ紛らわしくなるんですね。再利用という話を撤回したらい
かがですか。
---
◯上野議長 鎌田チームリーダー。
---
◯鎌田県境不法投棄対策チームリーダー 今の再利用の話でございますけれども、まず、あそこを原状回復す
るためには、撤去することによってあそこの地形が十分変わる可能性があります。それに対して、原状に復する
ためには覆土材というものを持ってこなければならない。それを持ってこなければならないということは、道路
をダンプで走ってやらなくちゃいけない。そういう生活環境に密着した道路のところで住民の方にまた御迷惑を
かけてしまう。それだったら、中にあるもので使える、いわゆる再利用できるもの、そういうものがそこにあって、
周辺の環境に影響を与えない、そして周辺と同等のものであるということであればそこで使ってもいいのではな
いか。その辺は協議会の方で十分協議しながら進めてまいりたい、そういうふうに考えております。以上でござ
います。
---
◯上野議長 鹿内君。
---
◯鹿内議員 それは再利用するという言葉でなくても、安全・安心ということがあるわけですから。その再利用と
いう部分でなぜ尋ねなきゃならないかというと、具体的なものが何も出てこないからですよ、どこでどうしていく
のか。
 それから、先ほどの特管についても、処理能力が五百五十トンあるんだ、一日に四百四十六トン出るから大丈
夫なんだという話ですが、これは、特管が五百五十トンの能力であって、実際にすべてのものを処分するとすれ
ばこれでは間に合わなくなるわけでしょう。特管とあえて区切っているという部分は私はどうも腑に落ちない。そ
れから、五百五十トンに対して四百四十六トンとなるとほかの事業者が一日に百トンしか使えないということで
すから、二つか三つの八戸、青森の業者がほかの処理を全くできないということにもつながってしまいます。要
するに、初めから県外にお願いをしなければならないということが出てきているんですね。そうすると、そのとき
に協議をするのでなくて、今のうちから、初めから他県と事前に協議をしていった方が私はやりやすいと思う。
それから、岩手県に対しても青森県として全量撤去だということを───基本とか原則じゃなくて、名実ともに全
量撤去ですと言った方が岩手県との交渉なり話し合いもすべてスムーズにいく、住民の不安、不信も取り除け
る。そういう意味で、再度、基本とか原則じゃなくて、一案の全量撤去でいくべきだと思いますが、見解を尋ねま
す。
---
◯上野議長 知事。
---
◯三村知事 御意見として承っておきたいと思います。最終的にはまた我々チームで検討させていただいて、
きょういただきました御意見等を十二分に参考にさせていただきたいと思います。
---
◯上野議長 以上で質疑は終了いたしました。
 これをもって議員全員協議会を終わります。
午後四時四十五分閉会
       ─────────────────────────────────
                           記録担当職員  大  澗  繁  次
                             〃     小  野  恭一郎


